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盟、遺留分減殺誇求の対象となる遺言による財産処分の法的

性質

そもそも「遺言による別仕処分」とは付か[ついてま 要uu 
がある〉以下¥"'[よ、日本にZJ17る設論を参1包した上ザ、 w による財

長処分」の概念を別枠1じし、さらに介法的現状と対照しながら、検討を

進めてし aくの

H木氏渋第九J、2D条l王、 遺干有吉;土、包括ま丈;土特定の名義ご、 その

対琶の全部または一部を処分することがてきる。↑[[し、 3it包分に穏ヲる

規シJ~にJ干反することができない と規止している，'，江、力、'i初から、こ

の規定i止法以~:.. ~~)~，)-(定ょったものであると月解'0 .fL 亡弓 ?ちらに、

般的(いえ u工¥「遺婚 は 遺百仁よるJli並処分」ド分類されるが、前j

続 3ょの指定と法廷分'，'，~方己、の指定 i 上、 fr~ ←:こ 1出口宇ì--J民に同するが、 I 法

F による対応~&旬、 j にノウ ~h されない日。ころしごみれば、 i室円による

刻1五処分 であゐ遺贈と、ての111;の朽続分の指定、('):宣唾分布ての指定

日1[1 Jl 菩ぷfJJ・東久註~ ~'B キ':r~~;'去 I;:，1'4版((，砦問、 () U CI /r;--'，) ;L~:)L 民e

I人目安~.f(LN詞扶・出折、J ¥ホポ"J<'--手出版会、 {でつ と}同六口 問六一同t

もっとも、戸]白衣授は透門事担苓:!..sつり者~S型 J ごうれJλ! で、 l

て'-'r)立正主ぅワ寸i 方μ の指定ーを「川崎v、~)県引の惇τー t: vミう類型に誠二jt、「Iほ: 
日日印;戸1 泊 : '(.j附fわI'/.為f九b を 「指続;μJ
るc
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とでは、何らかの返し叫1ァ在するはずである}しかし、ノ1'f:の日本の判

制j・1ヨミ足以、婦、々な解釈を浸!二、相続分指定ヘコ;車窓分割ノら法(1)十旨定を限

りなく法見詰;、近つけている lこと去は 杯五充分指定」や 遺産jt訂);

I去の指f三 が二皇制分:反するときも、，，，，-、効とな hず、追悼分権利者の減

殺前求に追勺て!上じめて効力を失うと僻されている υ つまし相続け指

定や追比一分古II}，法の指定もiπH長:こ泣引分減殺請ぷω対象とされてしゐ c

剤続Jtの指定と法治との区別は、通説lよれば、第九ζ} 条の符~Ij 受ささ

としてKRしの|示、しカも13、i、の一つの没合にのみ生じる川〈寸言わち、

第 に、守ぇ ι2したものか、11設相続人の相続分lこ満たない場会(相続分

の指定ならその少ない当該植寝入は与えられたものをす受ずるへ遣問な

ら 117主相続人 l土法足利|続分，注するまで他の~j ピを取flT ずゐことができ

る人第ーに、相続財庄中:こ債務があるJ}1合川口紀行の冶主主ら債務は

そのかJ主;こ;，bじ1本市立される.1音問なりぢ(;tu-、 J::~判続分にJ，l~、じてキl

きれる。Jに畑違がア射しる九こもかく、内向・通況の fでは、遺留分こ

の関係 l っし、て ν 吠ば、 F遺児」と'，] 1主分の指定や遺丘分布 JJi工の fl~'疋」

のと1日l古叶三味である f

もちろん、判例ーヨ説の弘前に反対し、 l 相続旬、指/~や造性旬、すがChU、

の指定」がÆ~~~缶、に反 t る場合は担がj と 1惇し、しとがってこの両者 J止法

制分キ f)王子 Ll ゐかなく、遣問分減殺の対象とならないという有ノ)~も

あるのド この己鮮は、法包分減殺諸〆Lの対象を告 と ;-'W;:;!.j しか

ないと Lて、H木氏iJ、主主 口 二条を1"条の文門l二dlt実に角"釈している。

この苧孔の下では、「造紙ーと 桐指しう7、m定ベコ法床分問h法のす[定」こ
のねj主が明確であるため、遺n~ を「遣百;、よる則詮処分」仁汁組し、ポj

続力、指定・ JJ:li rÈぅ}~:;~方 iJ、の指定を主戸による財産処分 l に人れないこ

とは安江的な意味がある。

絞り返しになる古人 11本ではもともと

遺贈のみをJ旨すものである引 しかし、

「選言lよる対主主処分」とは、

ト述の返っ、 H木の↑ilf刊.jffi説
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台湾法でのキ引げ〉ュ目立にれ~-j ，{':弘法i白旬、減ヰ口可J、σ〉銭前m':，~: 

の;:\~ヰで l玉、杓続うよの指定べ):l出産うよ ~J;:~ 1j訟の指定と i当日悼との区別が希薄

11~ している力が現実である c 判刈・沼ifiが I ~;'j立分割完法のや相続

分の指定奇財産処分の 持と考えて」μ丸山るこ討 1illl-r2，苧況もある、そ

の結果、この子:説は、社j続分の指定干遺産分割り法の指定を j草子二によ

る財産処分 lζ分顎するハノト稿lよ、言葉のも:江上、 1{1じくこれらのも

のをすべて lJEhによる則応処分 lこJ手ぶc また、以トで勾i介守るfr湾
fγ〉議論も、九r)(りしていえば、 11本の判例・通説と同様、主fl'討と相続分
の指定やiEI区分、割方;)、の指定の区引をほlんとしていら:いい二三の丈め、

本稿刀ま;-~.ぬ・中品売/;}--のmぅi-:: • J宕、、のJH3fを JチL1 J宕!汁こぶ

るPJ，"(主--台、j こ主主する二こもれされようへ

?:~土、 との ιζ うなも のであるのか 1 町民法第 八

七条:土、「茂吉者 J土、茂監分に闘寸る Á"1j;ミに違反 L~: い経団 j!'l におして、

を灯、て巨由にl晋設を処分するこ亡ができ ξl とj-，eめている〕これは

日本民法第JLpUj¥:粂の尚道!こうR似しており、 造三による財 li(処分J と

は ':iリかじついての明止がない、台湾の学~ìt(ム「遺芹による則庄処分」

k:よl'ーかについてま.-':， 1:=く触れ (j3"っす、 l:l: 口事正[Jを主:0(レ亡

いるだけであるこすなわち、 によれば、遺門て打攻は(1) !比護人

の計i定(上三法7車内JL 条、第 条第頁第苛号 i、{引退p:r分

割 }-j~:'丈の JRl己・ ifí 己の委託 (Ri士約 六 l条およ骨、け1遺並分布

のきた止し3"a第一一六Tr条第一」則、川、)j}i j' (()縦|口上心J、第一一一九
条人 (5) .i.~寸執行者力指止 j~どの会μL (Ki)、お てつl九条人 i~ 6 ) 

死亡:日立訟を受給する法阪の:t::r定(公務人員長[llili士第八条第:皮、宇校

教取口調\l:Jll粂川手~jL条第二l買}、\ 7 -~éÇ1t行為(只ジ、(-，条ノ)、\ 8 ) 

鴎 IJ(法開、T:il、第一'::::'()CJ条以下人件 j 認知山へ、(;0)十日続うよの指定・

lじ 朱清二]頁(::ぶれは 寄f.l行為i土「ミヌ雪l一院示ゐJfl:Zを準用 tゐJ -l'め よi

日目的議論を器E されたい

，"伊藤J3_μJ I 相続it~ i/-J斐片品、 ぐI() 伴、三七八頁コ

伊藤昌';-:IJr相続LL1有要「司、 C~1 つ 年ノ三仁八予f~

_'1~! -wx従判I.r~支雄官Lド lèjil:'*iL (::J'fi山:in、-71.ヘヘf:'_)ー凶人----:Jci九到。
陳拭夫前広~~~; . '$!~摂恭宍昔 rw、継車新i合__ 1'1¥'害対、 4言語J 坂二')，，
ill;:j [隙伊、炎 .E日八) 沼 )L白。

法伊:こは羽丈かないが、 J了説(立高ノζ況が又同己恥じめる， I謀扶炎マ黄ぷや、

二日社57(日 4:?J2D三。 L66] 
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J首、-z:託【、I!づjとなし)、(:1)相続権を史夫さ司る表'Jくとふじっ右記 L民
法弟手 I.l;五条第改築五号、第三v、 (12)受造者の遺贈を受げる佐
手UZト7ミ失ちせる衣示とその宥主民法第 一八JLラミが第 四力条寺拳

;IJI、(1{'1遺叫分減殺請求)Ji去の指定(明文なし)、である。

鼠述Lた通:")、宇稿lよ、 法以 l、l干!イ続53'1'首ノヒ l、l遺産分111方語、の指定i

を乙J3ょする ι ↑占概念として iri-rヰによる}!1時処分 j という門事毛をノIJいて

いる それらの)1、j自安、すなわち「室留分減72訂p立の対象」であるここ

は、 コヨ百による財産処サ の前提である、台湾ではこの概念:が使用 5

れていなし hとl心、え、以上のJ8.j寸三ri:Jiのけ lで、あるものが「笛留殺
請求の丈了象j であり、恨のものがそうでない二こは Uヰ:と同様であ

三;。 道下ヰに上る~)"壬処分 という符:'2':は休が削fJで使わ幻て"，なし a理

LLr i土、本章最絞の部土、ーで述べる予定ーである r さ L あたり、この，f!~~?:、に L

たが Jて、台湾の l晋1--'苧墳のrt'で、遺留分減EIE罰求。)lJ象亡なるものが

イトIかを凡ていく r

もっとも明時なのほ、遺「指である η 合 ì'tJ 民法~~ __._U条(止、「遺習

う丁権利主 l土、被相絞人のな~ 1:]El~司に主つ亡さの得べき自~I こィ、 iti を生じ

たときは、その不ノ完納に比、とて、遺贈~J 設を減殺することができ心。遺

問を受ij し、るときは‘その{-;}たi昼間の-;tlljfifi(.こJtW;しご 〆

なければなりない l と規定 して 33 り、~*-の条文(民法係 fコー
と 1"1禄に、 j，~i胞を)!i官;/減殺司書ぷの対 ijC1: ';t'めているぺつまり、役、正よ、

.i.~Wf分減税議求の必象となるものは、 i皇強のみこ tIじ;~ ~れ、その能力も

のい関いては、 1[1;il定められ亡いfcいわ

-1-IQんで、台湾の学芸~ .川悦(土、ほほ疑問なLi、遺w;う子減殺請求グ;対

ゑ ζ なるものとし C，:li婚の{まかに、指紋分の指定やi量産うf郊の方iJ，、右
どを認め、法えよれ広く憎しとし hゐ c その恨i思:人台湾01¥:;:'云告書

事5弘恭 J~ 苫 'R~去 í!属新ri#i ( ---:f三戸局、修言J 版、 _()::J内室、) 1苫宗楽]ー
へ人民Jまf二、遺認知jに， ，放した裁判例とす工は、{、FTJ?東帥刀法I;j'l:/'¥'五ι
説:-1~: f;r~ -11_ i:;判況があるコ JjJ判決は、 r'ffJ:-:朽のにごt去、認知(l)1 1 11 出は、こ~乍

.<<が百，2-AUに関する遺ηまえ_:(よ-Yl;fたなこ的証明書受g~~添付 L て行行こ:.:: J){できる

が、被認知音が~IZ苅|者のヤH';'，先への協力を狩て共に厄 :J ，'H るこ J は認められな

い と遺言~i';II をん言論としし円 ifiした

コ，-1 Þ~r l'具主主 e 百七、史 .li'I，以~~;共~~)- l t!:法紺承事了MiT l二点書，r，-;j、伶~T二服、

l自7J ー ~.Û、 7: 抗生2(;) 三九日号



台湾法でのキ引げ〉ュ目立にれ ~'j，{':弘法i白旬、減ヰ口可J、σ〉銭前mI: ，~: 

ヘじは、 l法ゴ苫は、法也X:'"にrX1-Jる規定に込)えしない範凶内におν、て、
追弓を以て tJJに遺産を処分 tるここができる l と 22めているため、山~

殺A14j求の対象と記ノ31量子ラのl人nぶ、は主s'出、反らず、全ての法徐行為がざ
ま;llるとfげされるがらである判。内湾的条文 t第一 八 1:粂JはH本民

法第九六百条に鎖似しているにもかかわらす、法人留うよのjifl ノヒ:こ !i'~j る財

jl;~ 処分が当然1llLτ'JJとなるとすゐiFl[式日当たらない。すなわち、 fr湾

の学説は、遺贈とその氾の)宣言1<尽を区別せれ議論している 1量脱が

7E当分減殺の対象となるので、当然也の迫E による肘jE処フj~t i成殺の対

象になるのごあろへという刊、考図式口ある f 手主lこ検討する台湾の裁斗ゃー

もまた、底的こいつ呉市民な直言による防止f処分と相続うナ指定ゃ遺応分

間IJ)Jl'tの帯主巳ζ の区別会必ずしも問~tt :'~'していない

Lたがハて、以|、?は渋留力、減殺E古一、の対象と4る 1;:去三による討w
処分 J として、，出円 J 、 I 相続分的指;Liご J 及び，音足分市万指íi~ .J

を出rJ.l-，る u また、死同町与は;;-;に4るものではないが、効力泊花
続人のJt: l~ やもって先生 F るため、その経治的公機日立は萱ZI;、よる対立と

処分lこ守口1Uする部分がある その丈め、ゐ七区贈与をも分析の範凶に人1，L

之υ 六税l手、遺fJf分減殺請求の'1;1接的な機能J正、上vえした l遣門による

~/j-y，:::処分の法的性質に影響叉れるという仮説から山党宇るものである l

そーこで、 J)，1、では遺r=n，- J:6 問一詮処分のrれぞれの点的性員、手~:~乙千高
:，'1有権の移転時期に段わるためj 及び法自j;'との関係、さらに判例から

泊!Jiした紛争の特僚を誌とて¥'くこことする。

1圃遺贈

;丘燃と i工、;点弓によぐての対岸上の:flj{，誌をfil;!jするこ〉である

遺贈;土j百円による平独行為であるため、その効)J :立受造者の宮、tt y 

l司』っく〉王ι! 1黄明、II'LIU七一 )川叫 tt c :;::J jjjにlノ51:，て、本布。〉ノ¥〈主将J介寸る
町f件十ジの〉故山LJ!、?訟F判i決j九E引lはよ守〈の1ワ〉例であ
g尽主P町鼎片閉j 巴，此〈心示ドよ去、却都;承司論右 {会丈企z訴'Ff，it.寄同、 :1:，，1イi'.J 、九月 史:;IOj!l王 宮古来

事 I，， ~íti i:R芸者円版、 Jiハ六"，);;1頁ハ，tx炎I童 扶~~Hff' ~'I[ I~継不法ロ:1":

n:H;片足、 jし八ノ¥午) ー[~;;ノ '\.Q.， p;地積炎・吉宗楽 邦iI{}J，~共-;;;. ::.-;立法継手羽詰』

(こえ書J;'，j、修日了二版、 仁~ "1互干j 阪棋芋と] リヰノ¥Rυ

二日社57(日 41:>) 2D三7 L6只1



~;_t í)!子関係であるが、 i~~脱の幼jJが!j二じ

る。

(1) 遺贈の効力

r、→

。
}附，，'じ

白山"/r'あ

送時0)効)J(.立、遺贈者(険相続人)がl;Ce二?るH5;寸己牛する c 但し、

その効力と lよ、物権円o幼jJか債権的効力ノ'J'(こ<-:)いて、か<-:)て台l:~\~Cづよ百て

予があうた。そもそ点、介湾では均 It 行為に閑 l~-u県阿 Y 義が1';'1りされ、

ィ、政f土の物権lま登記主義の主主更、劫!.E:の幼稚i.i51波、という債権行為 ζ

lよ独立しえ午j権行為に上って移転 jるこ lとなっているので、造問の Ij

:l~~.おはこれらの物権fTtz;を純一C いない以上、 1お権浸ù'nの効}J h'~:1:. じない

はずである。こ;まいえ、石ぬでは、 J室町と異なり、特に iイド〆た物A1f.1;'

為会妄せずド、村!~完 ftj J;fに属する l物1空会合めたj 権利J立、 tr 1てギ
続人に不継ぎれる吋これは包日示継のK(則からの当然。)病誌とあるn そ

こで、{しL-rf:;t~tEf~の f立岩ゴけが問 :;Jh となる J なぜなら、 1~H司三言法者はある

芯l咋で侶人にilJ:い立幼にあるため、包jf.遺問l土、相続と同誌に物憶がJ

効力を有するかが疑問l公るからである J

(1) 包括 ]El~，~ :--.特定法胞の区分;iq

この説によれば、包活;忌略的場台に:止、 j量規の巨的物J正、遣目官(/)対}J

:íé~l と同日折、物維がそそ造者に~tr.阜、する p 寸なわら、包括造問には物権的

効}J:;d<あるいいし、遺贈11e0'初が不動注であるとき、ー:元が木だし移転

していないため、そーの物惟移転の効力は完成~，-(いないこれに対して、

i0'í;~退治の場台には、注目信巨 íl'J4ÝiJ汚物格 iよま 人に移転する u ，;;:→皇

者(ま栴主主:人に対 L亡j岩ぬ円的t却のぜliJ:i:J〆(またはit:Il'i: r)ワ移車ヘ) 台

きる l? ととまる J すなわち、特'lL遺陪γ(土債権的~);)J がある γすぎな}通

(~持?寸るのがこの立場であるë..l !i

HtY{j 的効 Jj説
包t/îJ:童日量治叫寺定遺贈かを l'日わず、、宣日制、は債権的去を万 "/Jす〆ち I~ じすぎな

い。 Ti ~脅しつ民法:土L場経変動:?ついて、不動産はな司、動産[土日夜がその

効J)発生安打となっている(弐役、第ヒ五八条、七六 条)ι 涜叫に閃 L
J 

K、 な胤定がないゆえに、ごの ;rt:BqIJをよ品I-tべきである。遠路

Ll自~1却の権利政仁川土、その登記又は引波7)主要件となっているため、!宣言

コ lト;官揚持:承法要A~ 荷務::[1書館、 九二五年) 九 九只っ

l S~J J ー ~.Û、 7: 抗生lS)29:J fì
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の効力が発止しとも、じがJ物のfetEじ )(1王手 li，r~が完成1 る誌に、その

徒手I~ ;止受追者におももしないc この見解が通話1である '~.'17

包fí~遺児企めぐる学況の論ノ'í:、つい亡、杭例!ま止、だ(、弓 ì~; !，U拝手示
してv寸い円イ世)Jで、争いの主い制定法婚の幼)J\.~ついて、 [':J測は学説

(~同様に、債権|有効力を肯定している υ すなわち、最高法院八六イ:台上

'y第五EC)号'[:Iji夫は、 Jci-n持IJ1剤寺山村!;)jをぜ;'-9一るにす芳ないc 受造計

I~'Iしつ続開始時 L 法治物グ〉所事権又 JZイlþ， C'j幼稚会、'1史、;取引1 するわけでは

ない J立i主管ニ千人文は~!1i5' t~ ~'T 高 J土、 1[1手主演 f去を ;;Ü~済しではじめて、 立

以のじ 17〉対岸t を ~.l~'背にも、記移転し又は 51 ~手渡すことかできる d た

が，にど、受選者が移車ヘ笠戸又(.::J:'j r i位を受ける月1に、直聞の月的政ぷにつ

いてお 苫にXJ~てイトJ [~) ~ií f;tするこ ζが干さなt，;J と述べた L~C:、在日骨

物の誌はを受けた第三者に対，)る :H'~r，: R8 fç{請求ず寸完背マある ;n~' を W'Í

jl長させ丈 y主、福判決を准持したv

('111刊と学;せにしたがえば、制定.:::t道子守(ゴ伺針l!tl主主将Q二、主に退問R

1ヲ物のr骨格やr:~1'!するわけではとい 受遺苦;土、付ffifC人から UÎt~物の引

波または貸主的移主二を受けではじ友うで、 CI的l同0)物権を取得寸る;:;.~~! 

仁、長遣:???の依析は、遣設債権:???に劣1ぇ1る。阪と承認、あるc，は相続

人ィ、'rruの場合に、桐人あるいは法斥管i軍人は、ま F相続債務をほ涜
L てから、 J主E甘 r)j江物干支遺者 lニ J~す、ことが?きる l民法第

第 七九条第二山、第 八条IHJ旨)， (し、受述書の債権lよ、

般的な l室設依権者に劣後τると以し、え、そ遣すiよなお遺虚1tili者であ I-"i、

桐示jh人及び桐手JT人のF責権者l二1;1.↑安光する、

1:2) 登記手続及び登記の要否

不動産の遺贈の設立]ー続について、 ソし九五'1必ぴ .'.':， c、 fi-iこは法
律ぃ地伊豆己JM~11ìが己主 11 されたロ改 :1 nリには、受注者が単似で申請宇

れば登記名誌をf.~~"，する τ とができた(111 t地登記之江日目指 ハ条 ~; ) 

; -~雫鼎 :=5.';i1、古学'JK論 (会え宇部主:77句、 h三七年} け三t=t¥胡長清宮中

1，1上心たが承口同~~ (Jjヰ直'1'主白;書館、 7九凶ノ¥イ j -.0λ.T. 下山 n、~:r:J，~ 1T~'酔承

Ú~~i合台湾有務じ|ー害館、 fI;:/、 P~:ff) 二二頁コ再k炎底 抗uJ. .1iJr '1:'同組示ii、』
i，l]竺I-l.¥版、 一)L八ノ¥午〕 ワノ¥聞に隙伊、?と岡京宗楽・部品:ぷ共有 '1立法01主ノ主
新内 (二)，;雲~，，~、情二版、 '/')五年) 1斉 ;j、二五八只っ

二日社57(日411)2D三日 l円。1
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が、一九九五q.の己主ょとじは1:1第一ノ¥条を一八条にJt勤し、その一て日の規
定していと車時;の又可を削除したc その結果、遺燃のむ記i止第一己

条の!豆町1:、従い、様相j右(受注者)と蒸弱者付コ;売人、)の共同市司によ

ることとなりたコそのt去、 -uu一年の改 11で、 一一芳一治、預託立され、

それによる 2、法相の筆記]絞U:tf，τの通りである まずは相続へカ先

に活断ヨ的物である不争ょにつし'-c;拒絞守記Jを中請し、次に、

UI汚物の将k登記(ついて、受選者を手絞 iの登記権利石、遺言執行苫

またはjH続人を千絞トの立五-'0琵持者〆する I-J~，:i;-'i] [主王者 にょっと、主主記

ずt義がJて~'.iS者へ干与なされるけ地殺~~-W，tl;Jt存一 条 rf[) ( 

受遺者fJ;q:t恥Q五日またはづi波を受ける前には、法治目的事目の物性はま

だ交遺移転されていない 1:::、のにおける不助並登記は公信力を有す

るため、 r二7医者:ょ;~~5L.を漏え公げれば、当然第=芦lこ柱禾11をェ張 4る主

力虫がない)

では、包'5遣問も i述の/レャ ルに11ほするのが。この点についてはヨノは

する学説がないが、台 tjR~~丈ドは、 I1 本民法，;S JL)しつ条のような規て(~

活受11よは桐続人シ 1"枚の権利:ti誌を有する規定)がなLため、包括受

遣者を相続人と 1，，)札lす三井J!拠がない¥そ iりため、包括受遣すl土、あく

まヴも特定法聞の受i当者と同様な l刻、I であ打、包括遺憾の際の登記移転

i玉、包括;いき者と相続人の 共い4 申請」に kるのが;J:;l.、長Itcあろう ο

(3) 遺贈と遺留分との関係

六法のよ号法第 一てiム条には、ょ5.Wi分の規どに反する注目信が、遺作J分

減殺諸JJにの対象と会ると規定(二日、るわこの規定;幕。コ主、迭問士、を侵

当寸る遺贈ri、""効ではなく、 んし、有効であるが、れだ遺対刀、tlrliJ者の

減殺訂ぷ:ニ1止するにすぎなν¥ これは浅::;5t，L-e(}・判例別であるが、以対抗

川 U車j夕、炎 :Hr~T~ 何?事指10共告 1 Jミ u、粧*新~~尽書f昔、修訂 版、二

こ)(二計年; [草子ミ楽---:.+: 頁

~-;"蚊よ ~;r1-r . "0~烹t~ 'i '1司 ~TI:)手、法 f ヨ賛同設、 九八ハ/r;"'-)三二 百三隙怯炎

黄';J、指.~-1ít;ぺ〈恭Jl著『民法紛ノ手挙1711bJ 、三 t己デ;- f~} ，修正三版、 つ~)干f年貰

〆:ヨ]出。凶日

2.~r 五11而 μ|完 j: 八年台!字第二 1:J:号宇iJ仰には、「足以二二/法l土、 Ii1沼

分権干1)10:土、下支半円杭への〕官]，;~;によフて、モゲ)-i-~. ヘミき遺留分が不足しグいるとき

に、遺憾則~を波紋するごとが C3 ると規定 L ているが、人肯{古うj、を h，.L士する遺

1711 ー ~.Û、 7: 抗生'r，)三九日4
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がある犯"

(4) 遺贈をめぐる紛争の特徴

の三「遺m~)j~市 J肢の色、まをなし、(，坦巾」 ご、 rt同行主従来、

以外の第一者じ暗号 4る慣習がないと述べたコこのことを*主計?る丈め、

追贈に関 7 る判決及び処らおの内科を以ての\長一/通:)、!&判所~Ij よ時

間}Il{ と 1~t現したc

く表二>量繕に関する判決

:.tr8 裁判;J;1li- 刊し九日 出事者(/)問符、

r : J~ミ ri;'1::r!S 円l例 71年台上令指284ょ号 波利子J人 l父< 'ェボ到吐を{止に法~，~

イ
加年(i1 .~第 12í-:J号 下支伺1主人lよ独段て f会Lで死じ 圧に草

1I骨

'7 41年iif乍市3記号 tl![柑F考人L父I:i.l， の!>::t/，';;1: ，官、， 辿目首コ

ム長fd;法F1e';'IJジと ~i ~i 午台上ア市，J](;号
被相'f)~ 人 tよ原 JJl(牛削 li:;~ になっパ

~~f"? 不町) しこ遣時

オ ぎの'1台l〆箭226，1日 被相続人 I祖j:L:!J汁、設置を完ドJLl贈

ノJ 出~'lL'上'ノィう921勺
波利子J人 l父< 'ェ !'_H~ を三人の忌十 L 選

11苦へ

SGq--{了1'宇治 :)~-)C'-:'.J r!!Z引 lii'.，/~人 f主伯父)は甥に遣問 L 1:、

8G午や上士帯4320
被相将人 iよ、ィ、制 ;;>(i)l/:l'(Í:J~川、、 2/'3 守

ケ
へのむ~(こ治悦ハ

被11:続ヘIt芋土、遺住孔L，')ど への

ケ SS :I'-{，' _L~午前田約百 ょi~ ，:，，' 、 1/S 1干死んだ恨の i- 孫 人)じ
SJ~t~ 河戸

1 川ノ十台上':":;Mi71~ タ主ホ司1主人 ，，/l は:zflこ〈て11'昔〈

1， 78~I'-{~_L~ T./)12 :] 
r!!Z +Uii'./~人(~乙)父 :i イ、言~;産会己、戸の 人

し泣目首リ

;:'-J等日品川決 8，'<ノ寸永J1L'/市 :~1 :; 
被杓'r:-)~人 tよ沼産σ) 1/'2を Jミヲj こ干~*~ir'í:さ t 、

d 

i /')を次男の岐に量贈

ス S~=j :1京 L"-'栴18;; 被相何人は(巾日よ|謹;いる j宅，:<-;tV'4

1て? 85年京抗?でら日お寸 被守口T':;c}¥ばf，'c;~~;人 iJ'"係不明:ニコltU，，~ic 

則的ベI1効であるとじ組定Lていなし、J t_述べている

2 外秀~Mi: 訟判沼分ね減住之性質J 問、!i与問大'j!，v、下前荒二 幸司J( --jL 
)L 午ノ 七ヘ民[林秀tJi 古漁民法論~ (---:)Jj ':j~~'モ苫局、 九 hE~I\ド)所収、

JLI;L[FJ，本相二り'，2'10)s況を参i出ご

二日社57(日41:J) 2D三3 l円2[
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ソ 6，1年卜J子治川Y号 下主伺4主人 lx  ;よヌて主力問をなf-:こiiii目白I

タ 30 ~~ョ l 缶 -J-' 存 1 0 被相杭人は l京行 (~-l 日リ i辻;t i. ，"なハた占し
Jl-J係不明! 1.法問

チみha杭宇IJiJ!: ~!Cノ|革問J 乙:;[;ノりg:)~ タ主相f:L}¥.I:;原Fll (間体不出Ill-T百花p

日。ィ|家Jとギ単1νり
被担j千九人は到、身で子な)...--'C-，(>l:;(， 4.:;;¥二遣、y
Hサ

ア 89イ1--~JF~-;- 事 314- i; 波利f:)r~ 人は日健相手 i一巡陪〉

卜 出年 0(訂 ~i} 一号 校伺4主人lよ庄ふにJ員官v

ノ 8g l-~ヰ半主主 7S:0-i; 被ボH:-i~人は世話，>な r た占 i'遣1市、

8s年JfT市:184号 被相続人は戸l僚の患ナ、政し造問1

ヌ め年靖之 ~:í<'>;'作民号
依相む人は ('1，囚ノ、邑にいゐ)報収Lこ)，-，

H~_， 

ネ 81 11 三 Jí，~ i 前~l-~0 抑制将人は(巾i弔?ノ¥1;7::_~ 'v 、?~ J lll'に;;:~，t'i -

ノ 84ニド~}~~ょ第五サ 叩母古ハ封l産を;;~にュiKi~1古に

ノ、 出年0(訂 h;f:，"6号 校伺4主人lょん支;にJ員官v

伸 '1~ヰ=主þ ，3tF; 被刻1+::)、は当人グ)!乙 人0)~主仁遣う許し

以上の半丈:土、せい雪の有効性が肯定されているよシを前段 κする宇奈

であるニ;吉選者:止、そのほとんとが波tc絞人とや]らの11'1縁関係がある者
である、具科、的には、百千七打、娘二打、線 付、孫子i:1'i、出 .!f.干よれ、

TC荘件、 Hk村;子件、親校件、不明者六件でめる U
尼子・声A ・世記 a 係へ Cl)~úM旨(土、相手三人ない〕それに追い主に対す

る i室崎ヒ Ji\'c もよかろう〕卦1 ・訟のようなやや Jr4~泣な税侠への j量目甘の

ケ スを詩 L く)~亡みると、彼桐針人が子なにと死亡したのは苛叶であ

る。伐りの 件(判決ク J は波村l続人は!度か宵すえJが、日、了を有しな}通

ため、受迫苫であるl!dに l主主!把 などのミ完治を謀しによで退路した例で

ある c さらに、受注すすが元安 l司按桓] 続峡ないし役相詩人との調係

がィ、司jであるt1li!:をみると、 をわはすべて一被相続人が没民、すなわ

ち--h凶九年あたり J中川大Eたから川氏犯と共;ごTii考i撤退Lてきた軍

人である、こられの秒、相続人i土、合i;'~ì て f;" 笠?な家族を有しないことが多

いため、;自民をノt:::E~:， いる泣い競技に遺贈すゐか、 Îìl常で正01刈を見亡く

れたlIL絞院終のない友人に法税するわけでふる 以 iのλj存から、 般

的[， :チをイ)'-4 るさが、当~l成以外(7)第ーさに遺贈することはほとんどない

tいえるとやあんう

1731 ー ~.Û、 7: 抗生l4)29:J2
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さらに、遺贈をめぐる訴訟には、様々なものがあるが、以下の五種類

に分けることができる。

① 士世贈の履行

例えば、 1'1)決アは、受造者である嫁の相続人が、遺贈者(姑)の相続

人に士JLて遺F噌の履行を前求する訴えである。判決ウ、カ、ク、ケ、ス、

夕、二、ネ、ヒもまた|口l主主に、受遺者が遺贈の版行を請求したものである。

判決キは受遺苫がJ量贈のU的財産について第一苫(被相続人の内縁の

妻。遺贈の目的財産を Ilî有している者)に対して指~g-gf~を請求したが、

認められたかったものである υ

遺言の効力の碓認またはjhT官闘係の確認

判決イは、相続人が遺吉併効を砕認する訴えであるじ判決チ、テ、ト、

寸、ヌは、受寸宣者が遺言の右'i)Jを確認するためのものである c判決エは、

受遺者が遺H肩関係の存杭確認という訴えを提起したものである。判決ソ

は、受iE者が遺贈の関係に某づいて遺贈の日的財産に対する所有権を確

認する訴えである J

ミむ 逃留分減殺請求

判決オ、サ、ノ、ハは、相続人が受遺者に対して遣制分減殺請求権に

基づき円的財産の返還を請求よるものであるつ

む遺産分者1)

判決コは、受造者ごある息子が、他の共同相続人に対して遺産分割の

訴えを提起したものである。

⑤ 遺言執行者の選任

判決シは、遺贈を受けていない相続人がi童青執行者の還仔を求めたも

のである。セ、ツは、受J宜苫が遺言執行者の選任を求めたものである。

次に遺贈の内容を具体的にみると、判決ウ、ケ、シにおいて、被相続

人は相続人に「遺産のM分のー」を与えるとし寸遺言を姥したが、これ

は 般的には相続分の指定と解されているはずであるが、介湾の裁判l所

はなぜか遺贈であると解している。このように、裁判所は1宣言による財

産処分の種類を厳格にlメ別していないことがわかるけ記の2と3も参照)。

2.相続分の指定

被相続人は法定相続分と呉なる割合の相続分を指定することができ

北法57(6-41:;)2951 [74] 
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るハこれは梢続分の指定シ~，c，ばれるハ例よば、各相続人につき、出:斉の

とか、イドJ分の¥' <コこかという形で!c小されるのが、中三続分のj旨定

である 相続分の指定は、相絞人の主産の取:， !，}i，，:れずる町{j-Hワ修置で

ある丈め、兵体的に遺産のL斗ぴ)何を取得するのかは遺産分苦d子をむ右

しゐ ζはよまらなしをじ

介湾心，j戸、:法i土甘Etミ分の治に慨するPfj いが、'f'ljf河もi通説も;宣門

じよゐ相続うfの指定ノヂロj詑なこと芽認めている。 でのi哩自は以|、の 円、

ごある おーに、被相絞人f土、えlt、第一一八七条の「iEI三日1:1の原則」

に:l;!sつ予さ、巨出にその比亡f去のよ自片iそうH92をtとめることができるからであ
るハ治て;ニ、法宏指紋句、Jま、}云待がpi十巨絞人のを抑制し定めたもの

であるため、 112村!~売人が法定相続分と呉なる意害、を表示する場/「仁 J立、

その:"WJitをド1jdc、当該指定を認めても不当-z."(.土4ぃ，このように、
台湾の研究者:士、ほほ孜Lて指定中 認めているυ

さらに、明文がないため、泊正人分を指定する万式Jよ、造的に限るの泊、

または他の斗前行為じよコてもわいろるのかは疑問である 仮に生前七

J坊をもっ Of1絞汀をjtトPできるに1-L，7:-:ら、それ:土必ずしも要式行為¥“な

く、怯青年さと信治犯を欠くこと、加えて家族の粉争の桂になれわすいこ

とから、学fえは、指定相続分i止法三さしか行えないと降してν必ロ tri定
相続分か遺~~)，、外のんよで{--;われた場合、または透百が渋 r」 jJAIし反し

てi旺効炉な〆ふ::l;i;b0~ -: (;.t、 :土当グJ日に1百五カとなる ν

(1)効力

jj，s :"た j重i)、栴紋句、の tt~'定があっとも、造J.?{分割を符ないとよミイザ勺

な取1尋問廷は惰?としないので、本j続分の指定{土、物権的効ノJ'キ有しない 0

(2) 登記手続

ffZに共同相続人はttt相続人によゐ桓続分の指定に対しぐ異論がなけれ
ば、全員でその骨ドジCい、直長「共有」の相続登討を行えばよし 3

ι 乙故山 iL~'~: 九一年T-ì 1-"'--1弟王子f六 J、八一年子ii-"_ :-I-:g;十う つれ J手J;た;止、被
相続人のi霊に c;:1.;;行:産処分をl州在相続分の指定」に1耳r6こ長f)七lJ
デ設もま丈円続分の指定を山 ~L ているじ再k炎t軍・哉氏h.fr '1[ I [=F.j継承 V:~ 向

弘([1;片足、 Aヘハ午)，、七、七 聞に隙伊、?と岡~宗楽・部品:ぷ共有 '1立法01主ノ~

新内 (二)，;雲~，，~、情二版、 '/')五年) 五九円以トハ

l7fiJ ー ~.Û、 7: 抗生;2) 三丸山〕
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主主規出第 tJ，;長第 4日、 Tをよ立これは共同相続人聞の法産分訟

による結果であるつ J也h、伎に共同相続人全民の|コi広が得られなけれ

その巾グ〉 人または殺人は全貝の利益のためド 「イ、イJJ の存続登記ゃ

れう kことができる i土地む記礼日Ij塙 り条主主 i良川段)，令ヂI 35じ

の下ては、只件、tj~ な持~f ~上観点てできず、 f十~fの司詫 1;主もあっえない叶{且し、

や湾ωひさ己には玉、fミ}Jがあるから、 1圧に其わず相続人0) 一人が年断で 共

ffJ登記ぞ耳灯台て、登記や1;:;じた芳告の第 苫li長波ずると、第 苫

lよ笠百 J を只惰している i浪:'')、当然に也の共 1 ち H:l~主人 lこ白己の佐和j を主張

jることり三ごきる;c，-:

(31 相続分の指定と遺留分との関係

中 i続分の指定が遺留分存十二与す之;場合には、ド:J例と j直 ~)l;;"" によると、

当訟指定がイ~lI: ~:1J"( はとく、日本と1司法に、渋留分1生市J，号がこれを減殺諸
Rずることができるにすぎない)すなわち、この場今l士、氏d、治 一一

戸条の厄定例言祈適ノ弔きれ、遺留分権利者l土、そのノ1、足する遺留うつ、の信

幸、指定判1#充分Jぶして減殺訂求することがむきる J 例え l工、可決行;岐

部下-{;一月八円台ママ-j;;町民字第一一百八号 l不i¥士、'[:山ぴ〉相続人はこの

相続分の1~"'l[.こよ Jて遣叫分が法省された場台に、 f主(/)相続人l土j宣悦分

減殺諸;]，1長を行使宇る二とができる」と'i'1J同lしてν通るロ河慌でi止、最;寄

与や 't第 c:') 0; 号判決は、 f皮相誌への遺贈または中続分

の指定が〈ーの汗;:!(，こ処丸、1ーさる財戸空の範凶を桜之、それによって治也分

権不lτ告の取得事長がJ重村分反:にj圭しない場今に、 i立伴うす減青求作者lよ減

殺義 :~l'J !〆亡、械設請求権を行使することがで主る」とj!Gべ、えら

仁、元研究(1)ノにで取じ げる長高y士院力 主ヂr__L ~T: "~:j }~"_1Lノ\号flíたも、

例続分の指定が法fL13fi成殺訂ぷの対談である 1いう前掠の下t、その滅

殺のt)))jを 'IJ断したものである豆仁、 を佼宝すゐ中三続分の指定

は無効と i砕す之、 t-~j~ もあふ

止tよ ~;r1-r . '0~烹t~ :j '1司 ~TI:)手、法 fヨ賛同設、 九八ハ/r;"'，) 二ヒ( 三八tr

隙弐炎・貰';j、坂田円引恭 J、著=民i1、情余栄i-t~i、 l三民:iJ司、修日l三版、 cc 
[民主相従]一一 弐

2.~-1 防相、炎 市/玄坂 郭摂恭すで昔 l1¥;})、i佐ij(;Ii片i合巴(".lて菩k昔、惇川 氏、二

。C1i午 [:;1;探ぷ ιノノ¥(白。
日もともと、二(?)出 1詳は、相続分の指定のみならす、遺贈も'~;-めて、)主戸)"~

二日社57(日 41.:.) 2D49 l円 6]
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(4) 相続分の指定をめくる紛争の特徴

桔続分の指定に同ずる裁判例以、あま H多くなく、1j-;(:民法院冗ぺffi

字第五子:.Iにせと八年ケ 1，'+第(づ四すの げである r

九一年ず?~，'-(第五玄六 0-rJ決では、険相続人ゆ':)は制定。川、製~gを

子の一人:ニ相続3ぜる 2いう を作;J¥占した}うJ、配を、ζけごいなし h仙の

誌の杷殺人 i土、分刊げ立請求を行使仁、これに某づいて不動ii~~O

名義終点在求めた !字、'品はこのよ与な遺言v よゐ礼;r;;主処うfを 相続うfの

指定J :.認定したトで、遺品f~)]'-減殺戸高，止を認めた 五氏lt、院の見併は伎

のノ¥で詳しく検討する}

そ人て、八 千~..'t~ 1-'，')第 ワド" 号ホJ;手そもまた計指i可決二類似すゐ事

業ごあり、夜中 i続人が特定の不劫 J.!:t::とj'j金そ了の 人仁分配すると!主コ

したもの?ある c その結来、寸立jEゴ〉分自己を受けてい J土いH:it主人が、

による財産処分を受けたホ続人;こML、l霊醤分減殺訂求を王摂したυNl，

審l土、この選三による羽咋処7了が遣蛤か相給分の指定かを時i百せにた

lよって原fl?の権利ずが消滅したと判J附した{主主高法院の見解(遺

留分減殺~w;Jに砲の性質を ~'~;j格的形成准 f解した上で、減殺;高ボ権ジ)1肖 t札

時効に相続回復請求1ポーの規Ji:を政鮭三1)IJ -iること)は況に;二二iの6の15:'で

検討し 4七

以|の一つの判決おいて、 九は、 特~tL心不知H主主な v 込し開H主主寸

〆fILーの制i主主人に 納税さ司Jる」 あるいは r-_j;'臣じする」 といっJI:l口を1-J'--:)

たっこのうな遺汗による造設処分lよ、 ポ定的には特>c遣問と角?主れるお
ことが多く、 4相円手杭う分jの桁宏と lは正I胆E解戸j

全体じI汁す1す一る分妻数J自的包写司割3司l比ρでイ行Iうことが 骨伶夕白的包であると述i肝呼さjれ1て

しカかA し、台汚グノ故判河l 上特定物に関する法口処 j;- をも倒絞う}'0'コ指定(~解し

CL、る。

(_J人~T/，0処分は"";にi;-::-ふるとヱ医している日 1六秀松 rft勾也1分JI:減権之什
吋iす{ii芳大J了法J丸山主委 任苅 f 九九年)ごと八円|件再trt~家事~~{九日

三(三 c生坦171句、一九 1灯JJC ，!ci"良]ι
'.1'山畠 I正男!柘続分のJe定，ド11再之均教授;IdU苫♂念米校lλ太宇、刊行委員jT

編、 ë.H~(;j.、系 VIJ 1右誌関、 h/-、Off)二 k 百コ

日中111#之助べ去らfノ炉惇続法 l上j占[有変|朝、 九五II9τ 力l必 ;)I:J 

J、仁JCc

lTiJ ー ~.Û、 7: 抗生ll;)2948 
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3幽遺産分割方法の指定

J皇μ-r分割Jh法の指定 10)根拠となる条文J之、 I¥;{:云第 ノ、五条であ

るムすなわら、 'í第一長)仮相続八の遺~(、日いと遺産;;j町の /j法手定

め、止は他人じ委託して代わり:ノ主めさせ丈弁きは、そじ，/-ζめるところ

に従う¥第 JRJ :ip;己で込量産のうよ討をポじたときは、その渋，1の効力

は の年を;民ほこする jこされているコチf湾0)(;説は、 一六五条0)

主主うj'tlJ の指定」そ、「協議分布」こ 裁:j:0jj~ l;:L とえ下んで、遺庄分

割方J、に5j"結してしミる'，，8 トし、このようなフT領:こ対しては疑問を感

じるに

Uo廷に白いて遺ぷ台、記]の 方I大Jには一てつの怠叫があゐ戸 一つは、遺

正三会杭 JJx.する肘1正を !'\1六r:'~ ~，~'どのよ弓仁呪う;守するかという意味ゃあり、

すをわち成物分割か泊説分割かとし寸分組(こ認する制IT，マある。 Ui、で

は;:f...れを 1--)子;引の態1*1こ称するυ もう つは、どのよつな

f るかという怠1比であり、 tなわち協議~-rj'割~，品J件~-rj'割・審内分割U (E 

1"i去 1 とい行分類~:~r，sわることマある{これは 般的ド「分討の実行」
(1--n'?ばれている〕却、イ11し、サ割方:ょの指定についていえば、それを すJ、

寄りの態依Jに分粧する、f戸主力1142あれば、 力、百flJの実行 と昨fするような

苧「乱立札もある。 {1i-:Jの苧「乱の「七、剖方法の指定」に対 fる坪刊引ムおそ

ヱド蚊3ミ埠 袋井く地 1)'1永l継'f'μ、 fヨ賛同三史、 ノL八六戸 1"-1六M 阪1払炎
L4riJ年.:J目黒Jム共吉『民，J;;'f:わ誌が誠九¥ 良当局、修日 4 版、 (ノ:，-j-t;:こ1-'-)民

拭炎:1:日

ツ::;" fr口Xn+"緬誌づ1"吊{f¥.法()!'iL (有4問、 九七(;〉主) li 11本止，1.;] 十

ハ只。

山中川i字『相続ピ、伝来fj:c説¥卜日五百日ltk出版、 JL J、Tr年j三 九同

伴川下与之助 長久住『相続法「第四枚1J (有吉岡、 Cj'，:)ひと) ひ貝

)("谷口知l平編佐 7ェ釈;九71、(2FE (十-d主調、 九 L-~C::).fすて， L 山本1fT!;:]二 F

z頁~J.、点、仕;:分割の阪市につい C乙円ょうい込〈ている}よなわ九、第一」、

j貴1;，こJる分割J;;:去のう片ノiかあればきれに1;(わなければならないυ れ に、共

内相続人の協議，~よる分告りが令云れる u 第三じ !ぞ:wJ相械人的協訴が前;わな vミ

とき、まとは協議ヲることができ主い ζさは、京在EJ主判所よ 4Jif初がな主れ

る このような並列の書き方i止、分割方;:;、の指定を協iがナ割・者半抗、百円同様

なレベルで論じ必」ろ士印象を与えるつ ~~fn ~~ j:二叙;，:'.:.::土、高木多言男 ;:1:述作

f;¥i'(l:去 (成文堂、 九九八乍)二川ヒ"0
ポ;詰57(日40D)2D47 円只1
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らく円千Jの I 分割だj丁G~.J (/) 3-~ b:型:を受けたのであ。うじしか〕ながら、

分説 hi，去の指定をi弘義分説・ 34よれ分訟と ~12 ぷ遣j立分割完法こ王固辞 Tるこ

とlこ対する fl力刈H杭がjムワごは提起九れているわすなわち、分割/}法

ぐノコ j日ノ主がありても、共同中~9JC へは fl意仁よぺて、ィヨ三と異なるがえで分

;fiれることが口j詑であるハヘ己し • ，，' 
才しし玉、 ?よりえ史事1売人がJ首JE

した I刀法一:ま現物分旬、政情分割、 tt1員分割などのん法こ|司じように、
協議Jt主!とも裁判うY';1jとも沿{fr:U主であるぐそのため、民以 l、協議分

割や戎判5j"剖こ並列する l指定丸、剖」というものはずf{iニしない1いう鋭

い指摘をする学説;'，があるしまた、別の仰点、すなわちJU主分割方?};n

指定がJ24f分書d子事 (協議、分割や裁r:J分割)をJIぃ|唱さ 1うゐかという古!有

力、ら、遺経分有 Ju土の邦江のfv笠づけを検討する子託もあゐ このこヂg~~

は、決定分割方d~t;'刈 Ë"í'Jõ:の具体的な内容を似.~~ L 、それが吾川~ J克己¥'主

相社人に全;t5-耐の分担)JU、が十告すくされている であれ[王法1ft.))'<;f[:j干

を実施しなくてよい26-[ものの、それが制定のh 動iirを沼;';:;主人(こ l沼税

士三せる l よ行 ほ萱佐う7、内i千二j売の排除を再定すべきであると主張L

てしミ

H本の裁判所以、 l特却をおじっ十日続人に花続させる j 守の遣門を

:itl Y，:::分割の効 i祉のある法t'u::分割方法の指定と持干しているつ fなわら、裁

いIJr1[';土、、この土ゐな遺コ0)刈1;*::，ついて、遺1量的 部の分守1がなされた

。ノ jこli;1校の示継関係を生ぜLめるものごあり、特段の事情がない:J(:)、

fりらの行為を製、erして、絞守口減人び〉手EL (})g-t に l8 ちに、lí~J連結が、lí ~j:、

桐示jh人に桐Miμふり J主総予れるものと解宇べさものと述べ、長118#0つ所イ:

権移転の効果を認めた』ヘこれiよって川L主将ぷ物はもは千法益分割の

日鈴木休刊、「相続仕講義「己，~~版1; (~主主七、 九九六年〉 札良

川伊藤邑吉J1 相椛iJ.、(~，主主潟、二OCJ二作 二 l::)し頁

ツ6Aj削円卓次「特刃ての付絞tH戸(を~-:y7i-'グ)_11- 司相続八(取ノ早さ寸る旨の造百 (r-~'iJ

iJ 家裁)1'~二八 EA 八号.;-し/\/\年、 二五clc，"，予排 lムヰノj二o'_iEiTを特
にの相続人に，+甘綾子せる」純!?の法目的性質及び幼jj¥下)J12悼のひろば
出回巻 :;} ( 九九 人民注 (23)

加古H[~ L. r~ 相泣き t了る』日の 'U 三 c ;;，i'lH:手紙 1-:-11壱(二CC 引

号ノ¥ノ¥~八七民つ

~(\I: H~.:J-~:i.ìJÌ!:二ザ I)~:)-J 7L C 見集|叫五 ~:I!月号刈仁七民を参i出ご

l7~J J こi士一7'6'~(院)294行
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対事!ではなくなる日。 したがコ1 、 弁。の刀、ろよ司方法的ベヨてーをHf!訟
分説・主tll;分訟と|ロjレベルでji2ろここは理解できないわけではない。

かしながら、以|のよ与なヰ折うはず?'i71j: はまったく !な y" ， ずなわ

ち、 n湾:おける71守lJ)h去の指定JZ、丈とえその対象が制定物で手ノりて

も、 1'11主的効力を有せず、法産分;fiりの]な売を粁て:よじめてキハ読人への帰

\~f，がA'ff'だすゐほ 1" l、の1;:¥jの凡iつ1法院八一 1'1'第一人ニ

八サ判決をささ照} つまり、分叶力法のすえ乏のL:1巾ff，j足並:土、磁議j}1;:.ま

た(.:t戎刊j分割の]ふ土から逃れることができない。これに鑑みる 1、台湾

iJへの下ではまヲますう;-}'"i1j-;j法の憎むを;再議うf古'1・まzfUうf古'1こ!日]十世に解す

る摂拠がないn 残念ながら、ごの二こについ亡当者の学況は在日去し亡い

ない ιζ うごある

沼産分割方法の指定一:の具体的と勾容につして、台湾における相続?:f;0)

代表的な攻科吾によると、うトケヰ)Jiょの指定l士、人立方f01全部を対象とする

のはも ιろん、遺戸rの 部を対象として、七、寄り方法を指定しでもよいおき
とさ，1ている、そして、分割ノiJ法の指定i土、役 ;'1返し;:Jなるうに t宣言に

よる処分「あるため、 3ft留ぅIを浸許可る#~{了に、 ヲルムノ ふ手河台ャト

ヘよ ¥ 、~ ι 」
れによ Jて古された遣叫分布利者が波紋議求権を行使しうるのみであ

る。

童並分~IJhl'丈の府'lLが、分布1)h渋(/)-.{宝であるかは、遺剖;子との認(平、

ではあまり甫嬰ではなしため、本新党;土、この土ゐな法論的存」iを指紋

することにとどめるしでは、 J室政分派h丘、の指山内効)Jや校記子続はど

うなっといるのだろうか

q) 効力

5 もそも l 法廷分対方法のtB' :~-t 1 どい-'):I員五事」日、の111身lよ、台では

まだ叶IW:こされてはし hない， 1互応分百ず右1云のJli'rt:立、物勺をj:ノんをポ]じ

ない J ごれ lニコ 1.て司J従l述べた研究がないが、以1"(31で沼介する最高

法院のllJ決しヘ平令戸寸第 八一八号)かたはこの結論をよ皐き刊すこ

とがてきるハすなわち、法売サ勺j方法的j!;'iEの内'}(IfUり Lこ資記せよとい

2“ 2寺本 t~7íÎ\ 1';tH洗ιJ、芳三tl改訂版JI 活文折、 );，) 

~6S 招 R以以伐炎 E亘立宗楽 邦証長‘4依L共再 「氏i法ヂ継平、m有l言訴主ユ 『 JEtと局、絡む 段、

ひっ五千fi[猿主主炎] 二九F!:

二日社57(日4(1) 2D4S l開1
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う原作の主張に対して、最高法院はこれを再定した一理由は、(共有の)

な記のために相続人全員が合意して共|口lで行う必安があるにもかかわら

ず、本件では他の相続人がその内科に同意Lていないから、他の相続人

にな記手続を強制l守ることができないからである。つまり、遺産分割ん

法の指定について、他の共同相続人が.)(.誌を附える場合に、指定通りの

な記は無理である。{反に遺産分割h法の指定が物権的効力を布し、その

U (19物がもは平協議や裁判分界lの対象でないとすれば、遺産分jt;IJ方法の

指定通りの笠記は認められるは「であるn 最高法院がこれを台定したこ

とは、遺産分内Wi.丈の指定が協議分有1)または裁判分刑とは異なる次元の

ものであることを示峻し、遺草分割方法の指定に物権的効力がないこと

を明示したものといえよう。結局、(共有の)登記は、相)i涜人全員が合

立(協議分割)してから共同でむうか、または判決(裁判l分割)によっ

てf丁うものであり、 J貴崖分割方法の指疋によって行うものではないυ

(2) 登記

仮に被相続人が遺差分割「方法J (例えば、尻物分令1)、換何分者1)、代

償分割jなと)を指定した場合であれば、さらに共同相続人聞の具体的な

協議分割または裁判分割が必嬰である c C h法」だけでは不動監の不;記

のしょうがないれ他方、仮に「法摩分割j方法の指定」が日本の「相続さ

せる腎の遺百」に類似するならば、すなわち、特定の財並を特定の相続

人に相続させよという内容であるならば、そのィ、動産登記は、法定相続

分に従う台有の校記ではない以上、共川相続人全員が共1，')で行うべきで

ある η

(3) 遺産分割方法の指定と遺留分との関係

分割方法の指定が遺留分を侵害しでも無効ではないじこれによって侵

害された遺何分権利者が減殺請求権を行使しうるにすぎない。

「遺産分割方法の指定」に言及した古い解釈(司法院 年院字第七

凶一号)は、以卜のように述べている。「遺言による遺産分割は、追悼

うよの規定にJぇLない限りで、遺言苫の窓忠を尊重 tべきである η 仮に遺

百作成~~!:の法律において久チ相続の根拠がなしかっ遺百で定められ

たう'}lW方法は、男子をl平遇L女子を冷遇する特別の意思、がない限り、相

続開始j走、広チが十日i完イ主を取得すれば、 J去の規定によって遺産をギ均分

配すべきであるc これに対して、遺言作成当時の法律において女子は既

[81J 北法:17¥6・4閃)2944 
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に杓続権三:有し、 刀か込つj涜主民:コ

史判j守引引1:ずuの〉三、「忠、がある4続Ef台半;は4、追f711分の);;t;t(.: I叉ナることがない|浪打、相続

ヨ目的l時は被相続への量子ラの指定;、従うべきである」といろここである、

こ;llは「遺産分割i]JJィ去の指定」が退却分減殺請求。〉対象弁なることを H

定した初めての判例と見られている 'i';'.J

ぞω倒、政点法院/¥{f.fif-.'Y捺八八号1'11決もまた、遺品(分布Ih

訟の指定が遺留 5t減:S<~ilj::交の井1'誌となることを角定したものといえ J

うJ このtl;;えの)J;L審は、被相続人が遺言で不惑U!ZについてフT割方法を指

刃<] ナル)メ
一、""-ー Lた， 7: 1"1ホ殺人である!44書ム (X1とX2の 人)は、

同じく共同宿中J1人である に対して、係1'<"1、高Jり?の侶王tJ己主し亡か

ら遺言通 1;に分割せよと求めたし はこれに}I~て、!宣コの無効及 U
、中

));1 られた寸先jEう了苦一方r:t-、がドらの涜留う了を伐守している ι ) 

た。 l阜帯はまず 1]を肯 >i~ した上で、 仙の制法人í~ま遣:苦~")ぴ〉

分訟を IEh' し、または泊t~trr記!こ協力、〆ない妨合 f二、造三;五リ l こ)h j}'r 分

剖を実院することはぜさ公い J このl持frには、光;こ(扶設の) Jt有力十

粒蛍記をわうこ κにワし tjsjj什よ〆志水するこにか L きるこの i\;;~ に、

すト訟の必裂がなν、とはいえないしノト裁判的の釈明により、原告らが(~主

義のj共ffのイミ絞盗記を諸ぷ寸るごとは判明した P をの訴訟の権利保護

県件;土備わ Jて"， .-;-，) c 村1，王子下記そイ主て， 'ない台古.jJ遺詮について、 i高浜

元日の方法、J!1iりにうf三;UCl)~宣言J をせよとぷめる|ぷに、それと併吃工、先に

手口記をしてからう子高1)のぞ?μ己を求めることは、 tJF~'t~経済の紫請に台主主

L、法のIl!!骨μかな?うといえよう J 牛、引の原(11らは つの訴訟で、ま「

社j続件記をわい、ふして、室百;、記載した遺詮分?引んiA通川 F違法をう:町

寸吋jよ〉訂;J，としf允二じ f辻立己で定めらオれした;法点占人産う勺分Jよ¥作対』方c:;法j去Jぐ〉 iは土、 イ付ナμ2匁手=の

ジの〉不長尉動U;戸:1Z一をE原:手斉幹らに/六、分σの〕

イ小、t動01，(正j:"コ分Jをj原京l什;X1 とh訟波 μ;、γう分よずつう分tJ、配 1;ゐ与二と寸で下あるつ 原作んの

JJトの請求は、民法話一 六凶条、第一 六五条治 工具に H~:入せば11'::"i

といえる、また、決戸で~f対方法を定めていない付金正乙の日動 )-IL( こつい

て、原告らはそれを被告に民得させると T張してvミる。二のこともまた

J釘目見\f，炎 CI~:於J九回j工決断規定的*1弘J分之刈究. C'71I"属、継ノ~i主基本~-~ :L~d 山

輩出版、 九じ'1') p~: 九円。

二日社57(日 40:J)2D4:l l只21
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正当といえるハ遺産の価値は、付録に存かれた通り、遺産税の巾許にあ

たって台北県税務署によって認定されたものであり、台言十3句333，201元

であるυ 被苛は遺言で指定された部分を作たほか、口動半も取f与し、合

計732>，857元である。彼告の相続分は二分のーであり、遣制分は六分の

である。すなわち、遺留分の価額は550，523冗である c このように、

被告が取得した遺産の何値は、遣問分を満たしているため、遺百で7Eめ

られた遺産分守IJ方法は、遺留分を侵害していなし、」と判断したυ しかし、

最両法院は、二つの瑚山から原判決を破棄主主戻したn 第 の斜山は相続

登記に関する問題である。まず合有の相続登記は、共同中11続人の 人で

も全体相続人の利訴のために単独で行うことが"J能である c そのため、

共同相続人は、他の共同中11続人に対して、合有の相続登記に協力せよと

訴える必要がないn 次に、共有の相続登記は、共同相続人全体の同d古が

あれは7丁いうる c ノト{牛の被告は共有の相続登記に同意していないから、

原告は共布の相続登記に協力せよと請求しょうがないc 原審は、訴訟経

併の!息日IJまたは遺言通りに遺J't分者IJするというけ的に基づき、原告が被

bに対して桐絞登記に協力せよと請求できると認めたが、これは不当と

ある。さらに、第一の理由は遣並の何怖を算1とする点法である。すなわ

ち、逃走の{山値を計{曲する方法は、相続開始時に遺産を構成守る側々の

則廷の省;続的な取引価格、つまり市場何格によるべきである。原審は、

相続開始時のdiJ品価格を調寄せず、 l白ちに税務署が相続税を計算する際

に認定した何署員を採)IJL、これによコて遣制分の公害がないと判断した
が、最高法院はこれを小当としたっ

このように、 仰の共I，'J相続人が、遺百でJHdぶされた遺崖分割h法に

同意しない場合に、遺言通りに共有の登記を行うことは実現できない。

挽百すれば、共|口l相続人は遺産の分割克法について台意できないのであ

るハこのときには、紛"flの正しい解決方法として、 1也の共同相続人は遺

産分割の訴えを提起すべきであろう。したがって、「遺言通りに(狭義の)

共有の登記をせよ」という訴えは、最高法院に再定された。また、最高

法院はこの I'IJ決で、遣問分を~定する際の遺産σ)台下伺h法を指摘したc

それは、遺産分割方法の指定が遺留分減殺前求の対象となるという前提

にすった卜での判断であろう。

また、遺産分割方法の指定に言及したもう つの判例、すなわち最高

[出] 北法:17¥6・4(4)2942
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法院八):\，立合上手第一八ーで七 I:;-*I~{:-;ζで、被相続人はによりてぷ;育公

司Jh法を指だしたが、被告の 人はそれに|可:E':しない。原告は 訴の遺

廷について裁判 )j~常幸求めたペ y車寄も宣言高i士:~も、共JO:相続人全l;i:の同

意がない|授 11 、このような部分割jを認めないといj断したc この ~I;i-#.:.-C

法定うJ~司方法の指定U:j面接のT 山にはなっていないが、被中読人♂)0M~戸

による}!i京処分が l遺lpir分割布i去の治定 l と さuたためここで取り

4.死Ilil贈与

y?湾Iくj'j:てには死肉iT与に|期するJJ1定が士しなνユカ人

は町5千lごタ七四階守的。イ?存青ラ三する。

(1) 効力

1京体行為と物体行為の峻別言者を校m，_てし、ξ台t立で

エλ争当】71
」ずー ，Jし

ξdl七日当

間与が均十在変動の効力をもたらさないのは当然である c 平E"'i目白与の月ES

Cある:1功廷は引慢し、戸、助;1Eは登記名手主の移転まで、物権l立場ないU

~ f)::4口、Aで一般抱!j-O)幼jj;こコい1配述した|付存!;士、タぃ凶抱与にも

H械にあてはめる J ま iJó' 日待問 lごl じ条に関する j 之IJjタ.'理論に fl'~ え

ば、 九九lL午の民法債権編の改正前に、比国防r~ ') (ユ普通の~.，~:lナと向禄

l 、玄恩去川、(/)合支:でき4約が成心するか、ぞのが~}Jは贈す;苦心)F'日Jか

ら発生するn 相殺人はそれをJ霞fJヲる玩持を長与 これに対Lて、 'T説

:7)↑張に従えば、死|六時守も強守-j) 程であるから、相続開始徒、相技

人治川、動再の堂百川"-j~宅を移手会い現i)、贈与ろ宅約はまだと見;，せず、受出

者;土イ可も-t ~R ごきない J き弓すると、7t[司贈守のえJ;)Jfま也めてD:'J¥.、もの

となってしまっじ

:忙に、 九九九年の法改:11えの不正ノを目的こした死iヰEH与i土、主主制

。べ条涜 ~ßt よれば、登記名表がイ主主てする I権利が将~;， ~t ゐ)日tjに、

贈与 ~-i){ ぞれを J故[Cil-j ることつまできるが、 J i 条第 l五i上れii'、公11':~証

書を作成Lた贈 fj-(土搬1"1できない}また、第一ノ¥ハ条のー第一以1，.'、不

2;-1 ぷ而u，[!'主11八千戸弁ト字情二八|叫 11'号判l付。

目見附炎 ;:宗楽 邦話、4L共高「民法継平、有l言tzf JEtと局、絡む 段、
ひっ五千fì[黄ん:'7'[二 I)~:. .t'-.n， 

二日社57(日4(3)2D4l l品1
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動産の物権法動をリ的とする契約について、公正証書を作成しないと無

効であると定めている。死附贈与の効力を権保する(ここでは 重の意

味がある、一つは、第四O八条第一頃により相続人がそれを撤Iwl-，るこ

とを防ぐc もう一つは、第一六六条のー第 I且により相続人がその無効

を主張することを防のために、化囚贈与の契約は必ず公正証書で作成

しなければならない(但し、第一六六条のー第一項がまだ施行されてい

ないことは既述した通りである)じ

(2) 死因贈与と遺留分との関係

死因日首守が遺留分減殺話求の対象となるかに悶して、最高法院八仁年

台卜宇第六1)'1八早判決は以十のように述べている c死閃贈与は契約で

あり、この点では、遺言による遺贈とは異なるが、 HH守者の比亡時に効

力が生ずるという点では、死肉贈与と遺贈とはさほど違いがないc 両者

はともに死後の処分であり、そのυ的物は、贈号者の生前に給付される
ことがない。民法相続編には、死閃贈与に闘する胤定がなく、死閃贈与

が遺留分減殺のよ、l象となるのかも定められていない J 他方で、民法が第

1"10六条以下の贈与を遺留分減殺の対象としないのは、これらの贈与が

牛I)ijに既に効}Jを牛じたため、その受贈者の既得権を尊重すること、及

び法律関係の複雑化を防止ずることに県111があるのしかし、化囚贈与と

遺贈では、贈守のような問題が起きないコしたがって、死同贈守には、

遺留分減殺請求の規定が煩Jl1適用されないと断言できるかに関しては、

非常に問題がある」。 最高法院は、死阿贈守の減殺可能性について、直

按的な判断を避けたが、一方、これを県111として、原審がj出留分減殺請

求の可能性を掛回りせず直ちに控訴人を敗訴させた判断は、妥吋ではない

とし、原判決のこの部分を破棄Lたハこの判決は間接的に記図贈与を減

殺の対象として認めていると理解できょう c 学説は白定説と台定説に分

かオLてし、る。

⑨ 白定説

肯定説は以下の理fI1に基づいて、タヒ図贈与を遺留分村ぜ殺訪求の対象と

なるとプド張している c 第 に、死|大l贈与は牛前贈与で尽あり、このmlJL凶か
らは遺脱とは央なるが、死因贈与の効果発生時期は、贈与苫の死亡時で

あり、この).~は遺贈と|口l織である。民法が牛前贈与を造問分減殺請求の

U的としない理府は、受日日苫のE止符権の尊重及び法律関係の複雑化の|ぬ

[お] 北法:17¥6・4(2)2940
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I1シされてしる，;ヒ凶脱 !j-(土、この口におl;てー殺の止前餅 !+2~_ ，~なり

l-): rJ :J には凶行されていないので、死|根首与を這叫分?j，-~f)t請求の対象とし

にも、 士必F?と位突しな'v，:::'，--， c 第 J 、:遺~~jH甘:J 陵は遣〈河力、権利右し

遺産のー;市を叫保 J る <~jIJ 度であ旬、法制分減殺請求の対象(ま遺産、 ?な

わち相続開始時に可合てする財産である U タヒ匹kAIJのお511なる財産lよ、

まさにこのような相続椅始時に存{t"~ あリ、したがっと、死同

同りや遺留うf減t1iVi求の対象と{時7ゐことができゐごぐ第 仁、わが図

における生↑ÍÍlP，官 !j.t. 生↑fÍJ の特~HI]乏訴は、遺留分減殺王者>Rの対象 1 ら:らな

い。さらにこれに加えて比国税守を京留分減殺訪ぷのけ象であると解さ

ないと、被宿中J1人は死問附与を用いて注留力、の ずるごとカミ II~

自主になゐ、 LかL、それは遺留分割j投 Lう:主義をうたわせ-1c'J解釈であ 11、採

j日すべきでは心ぷ

三f走市i土、死丙治与UJj司U行為であリ、この点においては遺j?と異な

ること、及び民渋~'3 . ____~ _h ';たほj萱習句、iieU主治求のぷ象を「遺強 とし

か定めt いない己弁から -4-- tL(;f'、比国間与を減量古 7主主の ;(t i{~にすべきで

はな ν、と t:.~R している Jω

そのほか、記囚治与7)~'ì)f財宝請求の対象とし亡語めりれる場合lこ、その

波紋の順P;iつい亡 H木で;土議論があゐ i タl'I斗陪守子H雪守として取り扱

う;N.(止、 jじ凶贈与は生前括!j.，~~" lu;じく喫約締結によって成立するもので

あり、 in相続人の-'-t:.'IIIjす℃に拘束JJがんじており、白出lニj(((図できない

ことや即 111 と仁亡、記lXl ~r~ 1f (J .減殺の l旧!みに r，~ 1，亡は、贈与としてM

n :;J_~ 弓のが剤、!?であじ、た r:通常グ)Lレ ìí;TI:哲守よりも遺贈 (-~;E ぃ強守と L

亡、:Ü:!i:~需に:犬、々、生前賠 IJ より先に減殺の対主止すべきである:_~ \，寸~~，，; 

問料鼎 尽;)、継:;f¥;1市巴(会文古来庁5じ書吋、 F 仁ア}二ノ、 i頁 lど尚'Q 私

弘法論~ ; 1"1 ':2:: tょ11;;え、 )L六六年l 計七七頁

2υJパ2 吋、3秀号雄 l山?特ふiVゐJ引}

〉比ニよ、ぷ百品千や、f牝士 ¥三)J: U涙巽i興E耳37芹?引lん民μ可:、 一九ノんL同年ノ 1所り粁「収、 J九L 九同同]ドA 

""1 E¥.fi杭i -L11 ノj 、Çfi' 邦J引日共者 rh: 件、~~件 if、新日市 f Li査局、怜訂 「官、一

二)C，-!i年) [員，了楽1:'ヰ 頁

--，7S 明以吉「中国民法継;Z(論上海閥f年内:;:t!館、 九|τ日ノ¥午，nハt-l，)
コト 11 1 ):1 善之助絹 'n ぷ](h\;去 ~<:G) ぢ判 (3 j i イj斐閥、 九七二+:-':，I 吉井

二日社57(日 40.:.) 2D，'J，9 l同1
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Ic Lて、タヒ凶料引を法HHとして次り絞っ説:止、円 4'民法五回ZC!iミ

が死同治与について追問に閲 tる脱12を半ノIJしてお打、さらに、死!ヰ贈

与も遠足甘も処分苫がタ1:でじて妨力手11ずるものであること埋円ド、タh同

贈与の減殺:111;序が道日曹と :i りとであると-~~-:ミしている η"

也方で、台:1てはみじ包贈与の減殺の順rt:に持する議論がまと現れてお

らに今伎の1'11仰の拾授を矧守るしかないが、ず?湾ではみ↑日:In持与はぞも

そも滅工:の対みとなコていないため、タ:"悶贈"!の減%XJllii不l悶 1-./，，( ~，~、

)'1 :、のように推測できる J すなわち、 つじつ考λ方(土、死灰lEE与をjE陪

と，i1j 棋に ~II. ~( 、民v、第 1L-;f:グ〉規定により、その何訟の't;lj今に出じ

て減1えするというごとであるへもう ワのう寺三万;止、死丙附与を背1垣内

出守J-iEいものとして、その抗殺の』高庁'"土、をRwcう後であゐといろこ ζ

に与:る、 L7)' L、台湾の民川、マl士、賠 iji土当中心地!，_，i::成殺の対象lこ与:って

おらず、刊本氏渋弟 、〕 灸のような規定(減殺の順 J下(.;t、まずJftR'同

を、なお司、起があれば附与を減殺することj も [ないたが人 l死問

出?子ヂ泊守に~~く、 Lたがって遺賂 Lてから 91~ihlH'肖守千殺する

kいろ土娠は根拠が薄い y ざるをえないであろう f

(3) 苦E~贈与をめぐる紛争の特徴

今じ囚dt与に三及宇るよxi"IJ1i:1iユ+11'1あるコ 1)、子の J、 にまと仰と{
斗 l'処分の名称か「説約言室時今約吉」・「潤分言J 分主I

子ヰ lのし、ずれかを制わす、それが引1続lこ問返する処分であることは碓五

であるコ

川 家;イー士、析の際に"Hiまや内己及び妻の七めμ部11'すゐL為

;IJ決ずで、、!?訟「契約吉」合作成Lた背景と Lては、実(立父の遺f量の

分自己が真の 01:，であったハすなわち、父化」の :~11 、一人の自子子J

l之本来杷殺すべ主ごあった父の!吋ii~ を、主主に附与し、そしてほとの却に

母の死後、遺唾は 人のlJ，T(.均う，/'i了料符される」とい与 をJ七

ぜった]三ヒ七日ピ鈴本司、分「相続叫、請者[，児三-J!ほL\洋Ij)t1 、 ~lLノL六年， -

r一円。中111丹ぷI功.;;立久雄了柘続法(節団液L (古斐|羽、 -.CCワノ11ノじ
こ〉ー六 ι 百ハ以京而戎平成二牛 月八1:男氏集1， 巻 号J: 頁
- í.1\中俊雄 ~m~1与 作11;，11 "，' 力[:1}:伝 広南「民法1主干l釘(↑迂権各議J巴(有うど

't~、 九五九杯、ノ\ノ~\tL 東点:玄寄 I~H[1 1九七年仁 H 八日 ;"1時J、仁ノ¥号五五宍い

IS7J ー ~.Û、 7: 抗生(“) ')(l訂3
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く表三〉 死因鰻与に関する判決

:.tr8 裁判;J;1li' 刊し九日 出事者(/)問符、

よ史争Ui，;.人 l母"( ζfムf!"、 人グ)，~，ナと，-~J~ 

-， 投t';'~i:士院叶Iif"J )お年台卜 -'T}り叫)号 l).，主ーをノ'IJJ，t:~、 η 米円三 1;/ を巴行こ情

私;ミせるこ定めた

イ j~ :: i六!iJ、抗判決 88午や上'_z帯91ワ
被十」終人 I父、'!(，;午1;:;、一人の信十と「込

l~:守主半ν 書」を作Iえし、ィ、。刀?ぶを')-':'~~ ~/:.~ 

fノy B;>I 了 ?L~詰川氏 " 
被相J枇人 1，./.(+すl は'1-吉、 l唱白書」て
耳、動左手 人J)，;;， (-:'ノぢ自と

工 85年下?上令指'37iラ 士H宋;ま向上

1"8年(-;-I '~第 l;:ö/サ 被相続人 l也J:吋:立小前 lうよ撚当-
で小動産会 人内出}分配た

た。 Lかし、母;土他;こ設Jを有し、 fすの死後、、円三豆長了も中法人となっ

た。足、子の一人:止、当該記子を桃色こして、係'~l' /f、ij;)Jn の ;:EE己移車へをぶ

めた車需ーは、、I~S~ 1**')書」のこの4うと約定子、母と jむ了の締結 L

た化凶指 るレした上に豆、子の蒜ぶを認めi-，。これに対して、

被告 L義n 土、ぺ至宝 I契約書 がJ::'阿治守 vじはなく、相続人的JF七で

あれ、円らの発"と縁組がその絞成tfL，とものであるため、将悦人の桁定

は猟刈Jとなるとしたっ 九八l【年，/)111絞流改:L:iiiしは、ほに相続人

。ノ;日j皮は民法、守と L-eいた 〔第 pヰ-条、土えとは削除された予

れは直子、ヰ.L'~i のない被相続人iよ、対設のうさ出まと:ょ t-I~ について相続人

?とずf定宇ることがでさると u つおlぽーとあっ七 J 長H~主…人の f~~力、ヵペタ七只

隠そ子と相続人の指乙のいすれ;、訟勺するかは、処刀~吋H寺子J、直系専属の

存{I によるハつまれ、処~f当時、 i白午、卑紅;があれば、氾うよ lよ仰絞への指

定であ h えなし、c J}~: こい去(工、 T:!1-:* 市広がなけれ(止\そ♂〕処分は相続人

の指定とi辞1うる 最高法院は、卒件契約内の作iN，当時、母l相続人:6、

あるカを訓 itすべきであり、それをむないで、主主に木件契約吉をjEリ」

脱Ijシ解すべきてはないど Lて、 }l]{判決をE度当主L等しRしたι

本件u 、白、 fが本来相できとはずの遣はt'~ 父の ぶぷj を、お

そらく号の1;筏の~.1活のために、巴己のf~わりに母に相続さぜたもので

あるれ i日L、そのtiFぅ?の財産i士、実i土封:にソ!difに守-*えわ!;--c(士主:く、

旬。〉死後、起子にRってくる汗 された。それは出有ι!、の安穏財産J

二日社57(日忠則)2917 1881 
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にほかならないv つまり、 4'f+iI父タニ後、ほと起てデの院で1;われと家産

分担?と見るここができる。そのド告に、ほのとめに福山な護法lHR-t，~ il'.J，W保

九れることは普通守あり、父λ1 プド行われた京産分析こ同検であるよ山じ

菜姶財産が付のだ後:官、千仁帰属するという約定の住民につv円一、.Ihく:liJ:

lよ， f予のH子への化匹日!j-Iであると辺、牧決定したυ 最高法院は相続人

の治定ω可能刊を考庖しているが、中三品先人指定の市jI土は羽hてなくなった

ため、ここではほく議論は Lないu

次::、干U汲イを-i:{ばし、'l'Ci夫ウと ri11司じ紛争である i 父とは[土生11リ、

'1詰分喜一ご財対を への息了 Uj洋小人と除、半年X)にj)-陀した， Aの部

分は況に履行が完 t1_ たが、 212 の部~-，j'-LJ、 3見イt父母の名義となリて

いる不動経及ひ十えは、父母のる後のノム活のために用いられ、父母;7~1'__:f-去、

恥;J;.r~: ょ -J べて X に +0;A~する J '!:し 4う l悶力、書」の|ノイ容に主主っき、 fjL審で

タビl!Sl開ラと認7Tされたυ さつに、汁υ主化図日必ヲ(/)効JJがしっ発生するか

をめぐって原審と以高法院は具なる判断を示したハ原審は当初、|転分書

の作成 lが7ヘi1J1裏付 In+かり巾王iへ返還されたこと1直後でみること

をよ11(1シし亡、 t古口、をi宣ffJするこしなく、台汚0)I日債をi:!lffJ寸べき、寸

なわ九~':-:午グ)闘旬、吉 j の内 't~<': が占有ィ1，の l 苦言問[1 ~j 設 工、あると判断し

七。それを百ijiiLとして、父母の射口平ーは分けられておら F、その 人の先

f にふって、別是正は、行然斗 (Fしているんド帰属する)父母 へとも死['

L，"(はじめて、財産はち:i*':J通 1)X(二滞!，~;すること Y 毛るぺつまり、父U

1)中一寸 ilJく亡くなうた者の死亡以、ヲ三阿強守"/)(千hとJ条件のJjX:就に、可

たるわ 説求権の消滅時効もまたこの時占から起算すると可l示たれ最;苦

渋院はまず判Ji疋工 l¥民法をj白JiJずべき戸&)り、 {i吟のill慣を適;iJずべ

きでな¥'とmt判決を破棄主シ交した}その徒、原審:上 l調うよ者二 j の法的件
買を 死|大開与 lと認だしたが、契約ω効力が 人の渋相詩人のそれぞや

れのタヒムをもっ七!Lじるとはi停をf人的jこしそ寸「ふと、 l父が母;::Jケ】

l一死 L L-えためノ X しつ父の賂与しつむ|乙目下対する請求権はr.~'1:却下よって消

滅Lたが、何の弔うよ:こ士ょする訂求権はまだ消滅LていなL勺 コらに、 )J31

者l土、治土子Eitfが父母の守っiにfrわれたことを連日として、立fJiノすに拘
束さ J，!ないと判断した J ごj，!，¥.こ対して、 E止し 12')でjjiべたように、最高がて

~-.-，滋賀秀二 l I : ~ r kl宗主-~去の原道 11 (trJ丈rt. 九六ヒι)刈二ひ只ご

l S~JJ ー ~.Û、 7:Ji<;:JS)'!;;ψ1



台湾法での桐統の過程における遣自分減殺請求。〉機能(3:

院は判決ウで、化囚贈与が遺留分減殺苅求の刻象となることを問J妥的に

口定し、同ぴ原判決を破棄た戻した。

判決オで、被相続人(祖父母)は止前、「分援存」で「祖母の所有す

る係争不動産は、相母の老後牛活のために利IIJされ その死後、 Xに帰

属する」と定めた。 原審はこれを祖母の死亡を停I1条件とした死因贈与

であると訟定した卜で、 Xの請求を認めたc 長lpJ法院は、農地の所有権

の移転において、議受人が耕作能力を備えなければならないことを理由

として、原審がXの耕作能力を謝寄せず、直ちにXの請求を認容したこ

とは違法であると判決したc

以卜のように、判決ア・ウ・エ・オは某本的に同桜に「琵除財産」に

関する紛争である J 判決ウ・エ オと判決アの中11違はただ っ、すなわ

ち前者の家庭分析が父または祖父の生一町、後者が父の死後に行われたこ

とであるυ そこで、「係争財監は父母(または但母)の養」きのために利

用され、その死彼は特定の目、千(または孫)に帰属する」とし寸約定は、

もっとも典型的な養賂財産の設定である J ここで議論したいのは、上述

の判決ア ウ・エ・オがなぜ養日韓財産の法的性質を「記囚贈与」と認定

したのか及びその問題点である。ニ 611(1)1¥で、「養賂則並」の類型を

一つに分けたが、以下の内存はもっぱら「父と母に属した財産に素晴財

産を設にした」場台に限り、「口、了に属した財藍に養贈財監を設どした」

場合を含まないのでは、判決ウとエを例としてみてみよう。「現在父母

の名義となっている不動並及び株は、父母の老後牛日のためにIIJいられ、

父母化亡後、剰余がすべてXに帰属する」というえ;百について、判決エ

の原審は、「 つの死附贈守」と型肝し、 ?ri減時効が士誌の死亡時から逆

行すると Lたが、それは最高法院に再定されたc 原審の解釈は、父と母

が|口iーの権利下体であるという前提(同有法の「夫糾一体」の原則はこ

のように解釈口j能)から山発したものである。つまり、父が化亡しても

母は財産の権利主体となるから、士止の死でよう干く財産の権利十て体はな

くなり、死因贈与の条件が成就するハしかL、近代民法上、父と母とは

異なる権利字体であるため、父が母に先んじて死亡したにもかかわら F、

その財産が母の化まで誰にも帰属しないままという状態は現'丈にありえ

ない。さらに、判決ウの原審は見解を改め、父対白、千の死同贈与及び母

対尼子の死因贈与という、「 つの化囚贈与」と認定し直したc 換言す

北法5716-397)2935 [90] 
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tし{ど、{とえ;ム上)父に回した財産を 7断言肘i'i'i:こ設定した行為は、父

対山、f-CJ死|大ば告与であり、 (1乙法十)出;に成した財産を I~割合財産 l に

設定~，tニ行為!土、母井l出、干のタヒ同贈与である、と裁判所は解析ている。
しか L右がら、このようじ併すると、例えば、父の財産が父Uコ化主日、y[，:~ 

H子に脱 Lj.~れたとめ、 18 はこれに対して Hも権利がなし丘後生泊

のためこ利111することがとみないはずとあゐ。それは JO  

本来の迫sFIじ[えして[まう

でf土、長除財産(土近代民法トどの tろに;ず匡ツげられるのが適)']であ

ろうか( つの可能汁l土、 父の母への所有権の詰-RAゃにヨ贈円 J とい

与解釈であるハ人かし、 1ム統の琵W~財 !I((.土、母カミ μ1T:I-f-r 、その生 1言のた

めに使用・収益ごきるが、勝手!処分できないο 仮に薬膳肘並1;;-述の

ように解すると、財産の丹l右権が一旦10に帰属Lてしまい、 i手i土山LLiに

処分L、息子に判も宍さな ν 、可能性もある f た亡え f止が>，~ぴ)吉思 l雨り、

当訪日~'iTf を，出ずに相続きせ 4 うとしとも、ほの死千去、ほの他の相続人は

これ J れして遺1d 分減殺前f:t~王lJ長ずるおそれがあるに;負 nすわ iニ、ま走

路財産の所有権が父からなへ完全に移むする，Cいみ解;同は、当該財苦を

最終[市lこnrに守えようとする父の定|斗に反しており、妥、'iでな1¥1
もう つの町古iH4:~ユ、禿謄日!浮を「父から 12，子への負担(C)，iこ1I思涜

!Im益さ吐一るという 11i:f寸 i寸WI!こ見守」とすると1，，)時し、 ぞれや「父か

らり J¥の生保使Ijj1:)(存在権のタヒ凶抱Lj.J (::併するのであるべ「よ~iM8 ~ 

ないのは、通常、?長官?対援をどめた|篭分苦iよ透寸内出式似を満としてい

ないから Pあるわ父がほμ骨片斗した使用収益構(止、母の!Li序という期限

;寸のものである J この{史)IJ l:x.l計約:J:H:のタヒ i とF、γ幻滅するため、付の
)出産〉ならず、 f予の相続人にね続三れることもない このように併釈す

ゐと、 tど:聞の桔f法人の i張;立主jじられるが、 口、 fが主主回のヨ

を取ねする!庄司{土、タl:II1P肩与であるので、日量iナの履行詰求権のj当)N0(I;#;j;

は、父の死ι閃かり走~狩することとご主る J この結宗Li士、 'IjW;イのf主審が

i白而Lた閣恕〔時効期却の続jN) }:ぺ可じである

目足であるが、 主主玲l付必も"とも相応L¥， ¥;R，qfj:立、 ドイソまの

9[;ü:~-. . l'見↑，[柁続制度 (V:)r-~ Hì d ~achcrb 5:. d-:an: れまたはベルワ:ノ式 l宣言

~'，-!) )tfl'!: .後i吋は討に1"1する糾介として、 トイ、ゾ年杭法制究会 1代表、佐藤五

1011 ー ~.Û、 7:6.3:J r; )'!93~



台湾法でのキ引げ〉ュ目立にれ ~'j，{':弘法i白旬、減ヰ口可J、σ〉銭前mI: ，~: 

(Bcrli:lc:r TじSlam仁lll) ヂ}う。光!立 Hえ位相続合計IJI交で~~， I到すれば、

;じ↑ゾ干;B.*7t人である!ii:i主主主it%'TH ;~.t，~ 0)目的lH;~.t，~を相続ずるが、その処分権に

は 定の制現がある u 九)(.、例えば、舟の再婚または升:-r::よコ亡j臼

七千の後{す相続が開始4るとされている いすれi'せよ、そのi祭に、絞i古

相続人んるは子!上、父から財産を相続~，三のであり、先位和i読人たる 1す

から甘Et ミじたわけごはないc そのため、ほの相続人は当然、斗該予言W~I対

廷のLl111 nJ!iE iっき崖留分や王伝できないぐさ h仁、 M下がfHi完よ 1)

5オ!zを ~/1呈したため、-3iE内骨[J Lj なとの請求11;;の ~FJ ;詰~+宇JぐíJ!土問題 1 去らな

い。ま/二、安貯:財片iその設iT~を、 L、了たちを相続人に;許可し、妻に1::.D=k
を注目::l-t，{】 J九ぞだと解釈しでもお、 f-..i;有のメ]ットは同様である。

次に、ベルワン式j重工干のよ?艇で7ER曽肘!lf:の設定1;為法'説明することもわ

かりや寸いマ吐 l珂には I~ る ベルリンベ涜百 i土、共同→去三

(g目立eiEscL乱llli仁11ピ::::T 七 s~a Etピ1ll) :.t:j (}) あるc その下ーとは、犬fk¥}(/)

「J童吉 (~"I) <6) {7; ドイア相続日;':;:-j~t つ j 民的決雑品 " jl}じき

せI:l.[ ~.~以て、 仁川喜1"，1古主主三六員以て、 〔ーリゴ杏Tr:せ 1 九ノL 千F'六

八一貝以下を参l:Iiiまた、先ú: 岨絞 L~i 判 1殺を含めたイ言計 :1守 J ，仇，:~Ik 企てる徐々

なijz出1 1:とに 1坦する検討 l土、 ~'?J)w. ~ j;:j Ij iドイツにおける透産下'1<;'11: ~YTl下 1誠編 丙

齢社会ニニステイ 1・プランニンゲ日人許論社、_Cつ年) 八五百を参照(
~Sl，ベルリ/式費了?についん ~'úi.5l:jf 日イツにおけ，f;;， f青jl[承れ J 新井ニ l故編

l:S~吋|会 ι 工スフイト'ノ。~) /'ニング~~ ([本計 ~fuì刻、 UCJ.'1勺 りす 4

人民、北原lト司il'最近ー(ノ年lドJ())~童制;っ、やぶろくいるド J ツ(})，;të'~lト論議

lヒ太氏子必集五五岳 号¥ーコlご凶イ!'-) i¥;、~人八'f1:， ~'草原 7ご目ト，^'ツにお

ける生町処分レ化凶込分的ilF:IIJ君子J:rl財布?高怖i1i';におけω信託 l';L，:f'手継』
1:1本日、r-u主計、 C; ();'、ι:'，j ........)l.~を ý;問。

び f乞[磨財主を「不言力以[川口"1';:;'1¥手会内出乞する人l的i主権とみる子説とし亡、

裁3こすが I 近~iJをお!{心、台;立の京技共崖 ii ;JJ (-' .; J iJ:、学院主維，;L.il 巻一一号

)( 制作 -0 頁がある U

ツ 3~ 、|司法百は、'"婦が IH 子 h を単独市絞人に指示し、生ギ配偶百円死亡後;こ

f に桔転じさせるとうれりプJである，1llL、それは つの解釈のdJ日性7与え

ら1しるt それぞ丸iよザ削 l識と-jl: 奇という 44がノ11了られたんそのi主l寸土、

行~J~.条:}:'UJ 刊される場介における解釈でも Y 沖る ο1計千~/ 1.し

イソ川l 一!おJ:.け?ふ江泣1 正必主#承L組継~J #)7斗t~:~.誠占編、而市前H什十=会7 片工ス弓手'í I' .ブランニングロ (υ: I 

州論干紅よ、 _.J '，_)午七~ ハ八夏、必町、ょこ見IJ'、 1-;に;~)け ~s !tA~ :x!i分

と死|刈込j]"(?)fc語[刊新井武漏 l命名前社会における恒三と遣疋京杭(己本詐μjh社、

二日社57(日主日)2913 1'!21 
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内グ)ilイァ配{叫者はまず完全な梢続人 (¥"011仁rbc) >なり、その絞にて子か

終わ打 (1)キ寸人 (sじhlt:肝とrb己) となって、残った財産をキ日絞ずる c そ

与子ると、父と号のいヂれがフ1:::、化忙しでも、同く遺"，のうえbカが発I1

するの九戸、この説明は1!E姶財産の t化1配偶者かι}左往存民偶者に移ると

しゐ:， )作買にもっともホf'ぶしいハちなみに、共 i司法ゴiこ丹婚条d

(V\"itder\'ed~ ぜ i ;'a~e nI4sk j (1-，J問:)が刊さjしることもまたき長く見られゐ c

つまり、生存円ei馬主は再婚;よじ相続への地位を失い、れと奇人:指定さ

れたチが相続することとなる {口し、ベル 1，/"式泣百では、生方配偶者

は完全な相続人であるから、!i前処分:土 :tii~IJ と L"C 凶出である J その山、

で J土、やや義ß.~lTj-DZどのrtl~!f と異 tt ゐ n 以上のよ) (.こ、 ドイツのJtf:(r:• y吾、
f"中i符市:1民またはベル)ン式注工宇J立、「汁同伝統の主2;さ貯l出二、iてはまゐ

部分が多し lかしとがら、台湾ゴ〉現行r:t-、はj、i可決百やJ日メ主付l絞人ゴ*

i立がな〈、，~Id:l • :J:去位相続が認められるはすもな v九ドイツのような多

彩な終立処分をお|らなし，.{:::湾法の卜では、(契約に共づく請求純子消{成

時効 J 限るため -f吉町会対仕を「負担:τ比国胆守」と f~~-?- ることも 7市去の

i主択rいわゲるをえない

:車産'三、什の際に、対反 f'¥守える行為

判決〆のア 人では、父がI1 刷、 F注目I~-cr ~:'0 t， で円己の子二千去にノ、動

1孟芥て人の日、了に分間する丈そ3とめた(，0了竹内官三乙のあるj 台立で

あるが、そのq-l1:'¥l普涜財産 がJ;;lj1~~ されたかが小|時であり、1，，:i':: (1) 

争点でもなl九思表と良品法院は、本件の l注目信合約吉 lによる別立長分

配が、 )'rL~山守はなく a ラじ河骨片i子 Eあると認定じたわ 1打は、予じ閃H141ナの

是贈告が贈守昔よけ平く 4:，~Lしたことである J すなわち、係争!地!j:X 

f足、子の 人・原芹・被上許人)~二分配 3 れたが、 I :I世間企約書:のfふl[こ、

'xは 部の+散をA¥戸、チ7) 人被告Yの父、， :こ分配すべ主とある l
という λTすがあゐハ L!J、し、父(ね主人)7)す0:<亡するwrr、Aは死亡
した Aの千である Y が沫争土地のー~;::~を， I-í-'h" しているため、 XはYに

は Lて 1ii立話求のみえを去起した}裁判所l土、法日l討に円~'-J る j芝ì'i、第一ー

コ条c)N，)1J (思春)ないし制排;~UIJ i;l，勺J法院Jにより、そを治者が死

回贈与の効力発L前に死亡すると、贈与が幼力キ失うため、 Yは当主主時

ーハハ ι1 一
lノへノノ¥hノ

1031 
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台湾法でのキ引げ〉ュ目立にれ~-j ，{':弘法i白旬、減ヰ口可J、σ〉銭前mI: ，~: 

引をもってXに式J!iもできな vバ Ll二ハ

では、判決イはどのように理解守ればよいのかc 同イJi去の枠組でみれ

ば、この宇案は、 宅ミ産分析のミマ;、、財産手弘子へiナ去る行為 lは;である。

_=U でiJj) IJした出八年fyトヤ第一七-;}'i':jf珂(土、このようなれ為
を生前給与2認定したのに対して、判決イはなぜ化囚似Ljとしとのか

てJの可能':'tこしと、つIJP久;立ただ形人LIせに、むir::，Yl設の移車坊や計B*介入
の生ヨiT(，，-'fJ"われたかタII主l行われたかとし=うす主主で判断すると考えるこ

とができるn すなわち、家w分析の約7E('こLたがっと、色素がすぐ移転
される場合は生前HW守であるのにi十Lて、タ?設が被刺殺への比亡没に移
転 5れるら長合Jま死肉iT与である η 二のように悶与の履行却によ )-c生前

日当守と予L医目当守J分円之;と"，う判尚一l土、近代民y士のは点がらは 見台理

的にも見えるラしかLながら、既に述べた通り、|司令j}、における父の死

亡と京庄公析U土イ系なことであるため、登臼宇1-#主の移転;立生前にせ

よ死徐にせよ、何千j法の卜己主同じく家jT{分析のl↓zの つの行為であるc

それ Jもかかわらす、 i:U jy:];di生前日首守とタ七反日首守の 在主町二区別するこ

jd:よ;凡i{!ou':Jで:土ないf

'J.iiJ胃守と死i吋治ラグ)i);tlィJそノじによってrJ，"i'のような羽注がもたιさ
れる p 例えば、判決イの事7::1)吟じ国間ーではとにく立月~Jtl:~iナと認定された

場台には、 jL が~~相続人工 i! )t::1Er'したと Lでも、贈すのよ0;}Jし影響

せす、 Yはかえっ-C:XIこ括与の夜iJを志水しうる また、治省分減殺請

求のトj象となるのかという置におし、ても、斗 l目指守と死1;ヰ贈守lよ異なる

結，~~となる" !j 司 ;;'Ø'~lf は嗣げ支弐 j し fにいた的、受W~才?に IJ 芳 IJ とある ηjt:~h

で、引 I滅 ~-~J 効 I .事:L ては、り1: 例坦Jif;P よれば}ι 必拾守は契約成、/~1'

から走行するのに対Lて、タヒ囚贈Lj.(よ日常主苫のタニ亡時か(始まるため、

受贈手tに h 利である~-~:ノ\êt-j_ 行 1'.'[:第一七 月l'iJl汀は')日:furr与ュ討を探111
L 、 f遺留分以殺計求の列挙u、二~た~-)な， 'こして)家&うJ守"の結果手枕

2凶 I遺lJ.r1{'7"利害Jにf式、 l贈与Ji(父)(土、 「口己門医J主につい1 4、動ITrU井
正は l 戸空言」ノ合件房に分配包せ以訴させるりr.骨 I~j.fi の化[土問、そ噌汗;立ンド ~i
ク)i_i2，載通りに↑jl;1正の;-t;産をう]'<1町一相続すべきであり、さら fご.jlみヘきではな

いー}菩小れている 「名房」や「企業」な の用誌から、当事者ははやり伝

4宥の
、、
ふつ〔

j を含守口に青いた土で、ニゲ)c遣問合約百 lを締結Lたといえ

二日社57(日主氾)291i L'!4) 
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持した。判決イは化図贈与~st.の下で、(受脱者が贈与苫である被相続人

より先に死亡したため)手産分析の結果の 部を覆した。結局、判例の

立場が、家産分析に友好的であるか敵対的であるかは不明である c 当事

者は、家産分析を念頭に置いて「契約書」・「遺贈台約書」・「閣分吉」・

「分援害」などの再類を作成したが、その巾で、不動産の名表変更の子

続を父のとド日Ijに行うか死後かという約定によって、まったく異なる法律

効果を受けることとなる U それは川事苫が家産分析ぺ時に想定できな

かった結呆であろう c すなわち、当事者の法立識と判決の聞にはズレが

生じているu このような事態はあまり望ましくないが、凶有法の家産分

析が減っている現在、判I例の弊芹も少なくなるのであろう c

5.日本との比較

今 佐台湾におけるj童青による財並処分と死因HH守の特徴を轄理して

みよう。遺言による財産処分の法的性質は、債権行為と物権行為の峻別

論を採用している台iなでは、物格的効力を持たず、債権的効力を有する

にすぎないの動産は引き波し、不動産は登記名義の移転から、円的物の

物権が遺子干による財並処分の J三遺者ないし受託相続人に移転する。百い

換えれば、受法者ないし受益相続人は相絞開始{去、円的物の物権を当然

取得するわけではない。さらに、不動監をH的としたi量百による財産処

分を隠行する際に、不動産の登記手続は、相続人全体の協力が必要であ

る。受遺者ないしJ豆~相続人は単独で枝記干統を行うことができないじ

次に、法留分との関係からみれば、台湾における遺言による財産処分

と死附贈守は、 i量何分減殺請求の対象となる。これらの処分が遣制分を

侵害する場合に、無効ではなく、減殺ロJ能と解されている。では、実際

に裁判にあたってどのような処分が、遺贈・相続分の指定・遺産分割ん

法の指定ないし化囚贈与と分類されて、遺留分減殺前求の対象とされる

のか。これまでの裁判例を分析すると、まず、 j電子専による財産処分の中

で、遺贈に関する紛すIがもっとも多い。 j宜贈は相続人(またはその妻子)

に与えるものと速い親族または知人に与えるものがあるが、 '1'1)例の整理

の結果は、速い親族または知人に遺贈した被相続人は、 fべて妻子のな

い者であった。すなわち、通常家庭をもっている被相続人が、支寸乙(な

いし嫁・孫)以外の苫に遺贈することはほとんと考えられないのである c

[9riJ 北法:17¥6・:;:12)29:;0 



台湾法でのキ引げ〉ュ目立にれ~-j ，{':弘法i白旬、減ヰ口可J、σ〉銭前mI: ，~: 

:1( [.こ、相続へ ゐ ど相i続うよの指定とを、判例lよ4ι ず〕も
!メ引していないc ただ、遺R告をめぐる ~i 多似であるのに対 L

て、相続分のt;=rJEの訴訟はすべて法117万減平日目求とY:J述『るものであノユじ

また、遺産分配)Jìtの指定 l.~I長]わる紛争(土、一郊の相続人走法百指定の

うよだ方法:こ;，d'Jしている場企lこ、受託相続人がMを苅求-9-'1.L~;r よし h のか

という!日15長であるコ結論的には、受 '~I~ 十Bl ミ人以、 1主将分布Jhi士の指定に

決議のあゐ>，:.司イホ絞人会合めた相続人全員ぞ被Ff;とし七遺症j)<吋の訴え

を提起すべきであり、これを 直ちに指定送リのな

ることはできない J その他、，]，当且i有;~j、の家片分析の|17Uこ、 l 義弘?財所有 l

を設定rる行為H.U財止とをd口、r:.ニ与える行為は、法百の要式ttを満たさ
ないため、 lm対立生司í;'~~ ワと認疋されたこともあるがj 、判例によって

9t河口百'jとしてffr:-iQ:っけら才しごいるライ口し、]，'Jじ行為にもカかわらす、

生前開ラとタビヨ開ヲとに {'-J~Ji二されることにより、相川嘉なる IJI'I0効果が

もたちきれる二とは市j~gである c

マ:土、 {;i誌の遺言じよる財.'E処分及乙、jl;反問守といlイ、のそれと比べれ

ば、 Yのような )'I~.r司があるのかf 円本にも物権的効JJを有しないjEiGに

よる財産処分、問えは、花続旬、の指えがある。子f持のすべての遺汗によ

る財斥広三七、は、日半の二の処分と向仁ぷうに、受法官ないし受益桐科人

がその効ノJk- 1bづき梓，~Ij取得またはぞfi己手続奇でき ω わけで;土ないr--ì

1ヴと日ど子;の付 1送{止、物権的効力を認めたヨイ~;;.clノ特定物j}:i問な， Iし狩;>'1与

を l 甘Ei モさせる l 旨の追っJ刈を ~:U L(よ:よ"きり守るつ H ojcではこのよう

な号法手なし汁〆受益桐iiI 人:立、桐料開始の時点ーと法見I~ FI 司~1;Jjの権干IJ を収

f与し、権利を行使することが戸きるのである J さっ;、、小%;詮のそでid手

続のやj:"('(.工、特定のイ、動売をヨ的とする i'dも脱に問'--， ...，その蛍記T続lよ

相続人と受活者が其l寸ず申請で行ろが、遺門科行者がいる均台には、む記

義務さきである宣言執行者が登司権利苫である受宣さとともド共同市jl?の

叶#主となる，，> この陽台に遺石執1:主とそ寸Ii~-~土相続人の意"誌を;iw視

お 1特定1J)寸宣即に院しては、よ判火I正王lイI--)J人Ib:料 税 (コヒヘ只ぞ

き口言、終定物の「村-;*たさせゐ」日の i立乙に喝しては、民子l平成 年1'):.9 'Ji.:1 

R長E日立者['1号[:;;七七去を芯f亡

円 IIfHipc:二干ヘH二口氏平 八二仁号凶谷。

二日社57(日主jJ2D29 1')61 
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し、 j止コーによって;i:J:笠lこ宣言じを手事件、できるし まf二、 l相続さ司る l旨(1)

iE可における目却OJ J之、当日主受{，主相続人l土遺円によ 2て tt.

f，'UJで名義干移転することできると解存れてし』るこのようじ斗ると、

日本仁おける「相させるJ ~~'の遺言辻、物権的効 }J を有する l白川、 !~Ij~(

力なものであり、主主主 Tf先の ffifでは受託相続人に'I~，{:jなものでもある

しかし、このような実務の日時三lこt¥-rLてi土、以?のような批判!があゐ c

すなわ九、遺言の1三活性ベコイi均f生寺めぐハてし!工、〆lま「羽廷が発生[てい

(.-:: ，)た lえ物権変動の窓よl主誌の[止刊であるブツンスでも、:lo:t治(/)物怪

:l~効 )J を認めながらも、云 l童手は j百ちにJ音脱リ [γ;却の 1事列行使すること

ができるわりではなし♂ uヰでは花紙をめぐる法的状況を aUfjすゐ強
力士資料(州統d明制皮J が欠円ているため、京実ないL無効なj宣言に

よる財定権侵宍が危'n されるから、単5~~中請を限定的 l二併すべきである

という~(!併もある川口これに対して、台湾でも干減tif: :1.1司」!支が与ちてしな

いものの、交遣すなしペノ受話相続人は恒絞|射をやと共に日約物の持干1)を収

符T るわ I} ではないため、不実なしけ-t;;-効な j萱~による十三去の恐れは 1

4' ，tれ1:， 1少ない {II，し、逃口:iAFj有が指定3れた場合に、ぜ!日執行有

と乏i章者は相続人を井県利Jし きると1.'う判長さiJH木とIliJ

様ヴある戸

中日売の過程U)~πl-戻るが、相続明治後、相続財詮は -;~:II付託人の

誌の;共有に)t*~ することとなる。これは一時的な状態であり、相続対産

:7) ._j-Jのどのような財政がどの相続人に分担されるかの確にには、 i室長分

吉'If紘を要するわ f支持分布lおいて、阪4日品;人が情較についとや[もJ百JE

~>J、をしなかった場介仁、民iζ で〉じめてし叫〉法定杭l~のルールが，

なるが、他方、核抑続人が逃口1イcJらかの対青処分の玄よIl，nノメをした場
合に、その怠点;土押mされるべ主であリ、法右中三続の):.">--~レ:立 jr'ij;1Iされ

ない J しかし、絞相続人の皆目、はニ3色、的なものであってはなりない J そ

れに対する川j限:土遺i「許分であるし から凶まで、相続財産の共行、意叫

~H; lIii手1:阿仁年同円 い E 民Ff~r1r1~:;1コi符(問問問 :1{1利 1同

ヒf八JJ-~ 11 WJJ:!iノ¥五号日ノ壬。
2訂伊捺昌司 l材料刻、有斐潟、二'-)"-)二年 ひ頁

~SS 松尾町lf r遺言執行 ii1-(こよる遺言執行 l久貴戸、序漏長代表「遺言と潰怯分

(守、 告、 喧了-n11 (C志剖一訓打、 c)() 年1二 九〕

107) こi士一7'Ji. 3:J(:) 292宅
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分、法百による財産処分の内?千三:慨鋭〕てきたひ以下では「立jlfうJ、J;Uj二続

に人るが、 lr~;f としては最初に7乙ぺ舎における ~;'j立分割子 i211のみ卒的な内

ざト紹介仁、その段、遺)主:Jt叶;、降、仁亡、法定相続のル---Jし・ J註行、:よ

る則産処分ぐノコ法的性Jえ・二五やJ分などの安みがう子吾:;(I)J0t'Zで立|イて主る機認

を果たすかを検討する}

五、遺産分割

1.沿革

JEi半分割とJ土、相え唱 人のia広を共同組紋人に分配し、 ;tlり?の ::u、実
の;Jt:fi、決定、の消滅ぞutっとする法律行為ごある 1 すなわち、注仕分布

においれま、十以主人が今只の個々の十続財産】に売寸るまJうf怪(合有の

プ若手士、会員長のよに有する拍象的な存分権)を父格、議波または ~y: 果ず

るごとにょっと、 J立後Ji 単 1~~の所千f "tl認で個々の日をよ自己する結.~~に

苅主する、

院にk与ベた迫れ、固有u、の下;こは桁九七ないし立産分割UCl)机念がなかっ
たυ ヱ見干干のよ室長分械の条文及びt611，-の尖を疋払!するために、まずはか

つ亡の'~(浮引j投及びその分析(七、割j を」早j砕すふ日要がある C U<f'では

古ihi丈の家佳分析の基木討し哉及ぴ遺i量分布lの白法的変遷寺泊且に守主ミ主L

」おく

(1) 家産分析について

川 家;イー士、吉1)の時期

:1:Jf可jh削ーの状主(土人々 の坦1Eとされ、辺主主的l賞賛否れどいたが、池

方で家族が多数:こなればやがて i上家7うずうよu-られることもまた円台ノミと苓え
られていた。私立F分析が?ーわれる吋/1辻、不父の死亡とは;士践の駕係は

ない J 父母が!:Ll~tJ(ニ山了たちの珂に京主主分析守イ7っておくごともあωし、

その'i1:i主主も♀く (T-われることもあれば、相、liの年占立を経ごか vヲ1Jわれ

るこ J もあるお二ただ、盆J 烹すべきこ~:- (土、父母の'i:{T<111及びその葬期

中、口、 f と ιl土器J一分析を 1-;: うとめには父母の7手詰または這令が必~~-で

ある

出滋賀秀二 l1: : r kl宗主-~去の原道 11 (trJ丈i-t< 九六ヒι) 八 円υ

北詰57(日 38:>)2D27 1.9只1
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家産5>*11の子続

分訟の伴、にはまザ第 者数芯を -)tri~ 人として1íHたし、この {-r_i~人と父

母、目、干の協誌のいで家庄の芥加と目当脅決定子る 七百yIょうU¥(って、

その子を捕ド!し、祭 f("~'Ý~~煮、受給財産、七千 Lどの婚費川、長子毛詣へ

その他の目当Lj財産に当て、然りのものをうよeUするのが 荷~:f~0である}財

jl;~ のfご弓柿本if(.土、 !'j!l;，iiWcイ'，，)"により、もしl又訴のだめのないHすにはβ'.'H

1，'そのui+l裕キ定める。家屋はその祥三及びT}i布地lよって|守{円安定める山 J

~9 べての財区、寸;，~わち土j白、家J旬、家音、農貝、家只、粉、現金な

と、なるべく財貨の将官1ごとに5j-}'"il]L、Li]こ怖怖をどJしくするのみなら

ず、思;坊の組合さもは となゐrピ剖;かの羽 l苫に旬、けゐように配慮さ

れていた日 c その L(，、この絞剥1 がの財並 ~i，自了たちの〈ヒヲャき仁よっ

て配分が決められる c その役、くじづ!きの結栄を文書l二f;:::J.t-9るr その

丈吾を I公害115子見.11分約 '1調介吾.11潤書lなどと称し、信、了。〕数

で作成し、 f千人 通ずつをfルうする。分菩の前半喜3~司、 iこは;五常、再)じで

さない理由及び./会人と父母の前i::1;わす7た分告の過草どをお殺し、次に

層、子各人がi早允財産状dJ4を記録し、故{主に立会人、父iνJ息子、コがそ jし

の末出lこ'UIIを山くのである J

苦ミ ~Y( 七、析のタ~J7.-と

分蓄の:古川、}J;土町大であoと指摘されているつ分布lの効号ミーア絶Mj!)で
あれ、配分後[よ各白〈ーの得1::.財産について位。ノ)'，~誌を 11 1立てられるこ >

がなν、といわれている 2'H :t~話分析絞、三、了 lよ刻、むの'示をも勺こととな

る。兄引の問はもはや共司で耕作することもたければ収入手Hす711るごと

~pr，イミ恋心、折円|宰に-{-!!.将来的婚f[fq安出に充当寸る巨的を"えて官官ナグ〉片j琵を拍

日寸る予とであるべ陥叫ず了i;-'jlll':'芦古河存会制宮古泊私u。言5 右下(世話住民?符

戸慣o:司立会、一九一一年)ヵヘC乱、

)')，これは家 J~ 分析の際\'.-セ11'11伶人の消長姉にわf~ .-<)，{) ~，~-j主である。持lド千台湾

下十fVIJ!存会雨百台湾在、J丈第一存下』 ι臨時台;ヰi汀悟詞::?t:会、 九 年)下

ヒ九日 J

~，;:! $ij、埠 r-J~;' ;11支部及cF{J湾グJ宗治、ん正ml; .' ':::.; J L字協会終日士五 巻

一一号(--t____~lL'=:イi'-! --()五

山、↑ 1'+'住 lぇ;;F>.CJ'5-hj、12.." ;，佐七賢:-1)行合、 )i，:Jc: 牛i I!~: ノ、八頁J:L " 

~SJ 主主炎糾 IJli-J!:支部泣u台湾のさ己決共忌仇 i 伝子協会誌;'，e.'立き

号 九二ドc:'T) 二円。

10!J1 ー ~.Û、 7:6.388)292行
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もなく、炊宇も食l下も万uシなる

(2) 家庭分析から遺産分割へ

以|は l占ifl 法におげる家産分析手WH~Lてきにわワごは、近代ヨ』口 y

パ法を与人した際に、'，ii-:、産分析は如何ldイす霊づけι}れfのか J

中H続遺産分'iWをfえ引するi守こ、 わが国の凶有段、:こは家廷

があ t人向ぶ長こぶ絞ク〉合千j に品すゐ。これはゲルずシ a~子、と大科、|寸訴で

ある 家長が日亡したとしても、家朕は共同生~'t;会維持ずることができ

るJ 家)$1上合白関係し')I、で逸除することつずほとん られない〈 とは

いえ、 ;_~:h~f-)子 l引を f占的J :l~ ~こ ff、止するわけではないし e ・米片の会有 I ，~'ゑの

を月的としているへそのため、台イjの状訟は辺守Jしばらく

くのであるu その後、お仁をxないミ主自ポ台干jの者五温三千分布する際に、

iI引の安全のため、土、剖l土遡及効を白寸るべきでは J土く、羽1';-:1えj}ミゴJ組

台ク〉断紋と|弓じょっ;二部1j ~1:'17効ノJ を有すへきであろ与 '-'J日ど述ミるにす

ぎず、家;':1'と遺)去の|者然、宗派分析こ遺;了分割の|討{，f::にーついてま.，たく

~j虫れていとい 唯 これに言及した研究i土台 ~t}法制去の丈島、でみるυF

なわ九、沿朝日寸刻の台汚における討産制度l土、 J、械の身分 ~~t戸F55係 y

が結一びついた家詑制皮である J 勺 ~-r('土現行土w における対政相続制j

なく、「家i{(:一分析 のみがうなソ1 してい 4七一日半の統治時期には {[~~Vjの家

単品rll;?!(.，汁Lて IfI慎J骨i也!iJするはずでめるが、!日演じJR体むつな人J容

を認定する際に{止、やはり向洋化 L ナ日ヰ ttH、の ~-;:J2;げを多少 f~けで v汁(

それは j-:.:こ 1';京 lと Ir笠lの分離であ 4、つまり]'::.詰が京;民個人の対)重

とは-f& 戸れ、家陛ヲ~)また家長の IUil，相殺へと宝手引たことである ~97

なお、 奇永ζ主長乏斗i川Iト川lリjの=号永5示ζ詮う分:j'-;有官祈千行:は土土J初可絞涜と}洞拝釈すす一る ことが戸3な

t表をに千j活吉する:ずた:め、 H贈骨!_jと訴5才L吋 次:にこ、 この可時=t::~照も釘?σの〉卦法L判所 lはよ、 |草

分 J を j富良分誌のみ法こ町立f!'~ じた :~~3コ不必はこのように変牝したものの、

宗弛の原口りはていなし~かつて771杭は家主主分布r(.、ゐた，~，て重要な J且

~'}'滋賀秀三 11; :P:.1宗 n~il云内原占~ Ufl丈千|、 九六ヒι) ヘ五tr

"''l' f貞杭炎'貰 d、活・~，1~弘恭 Jl:著「民ìJ、殺庁、新 2品、 {三~P:;局、修正l 三阪 a

[ "よ拭炎]一一~ー-，f1，，__
λ

己

J

I

止

Eh

む
五

思ワ弓リc:c)_~ +TJ (二00二苧)二;， ♂ 

出合丈亮やi~宗吉7制度的ì~交J 出ιヰ寸リじυ 長期(----， OO---'{-下)'!L 只

二日社57(日:l(1) 2D2S :10(11 
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郊であコたが、円，，;;.:の統治時期iこもす:杭はjA然シ〕て家iぐの財産相続に

おける原則であったcその後、ぷ:_Io_ip了矧に人るこ、[QII'[[(;ま ~itt~[(こん間三

にお'v，-C!}LÎ;~羊化大引たものであった(民岡兵j去において家産;止 11.\1 人対産

となれ、豆、産分布 l もま1::朽統制度 1:替えられた。さら ;:~jg 人で、え 1:.[ 1(;

法 lよ財産相続におし 1て、}:iJsの;!~刻を完全におF斥しており、男女平等の lIi

刻を係1:1L 'Cいるコしかしながら、JlcWn'0な紛争におし'-c私立rとしう概

念は依然と I"ご人々 の曲、詰及び抗力、t:-，~;主主主，!え続けている J 例え l工、

家iZ分析につして、最高法院八六千J台ト;〆第二-=-)[， C)百判決;土、「家j草

分析はJ南市議介。'):lJiJ、で行う， 1皇室廿は['賃上、共有物分ι1とlCi]禄であ心 J

と防ittlこl家斤一句、析ないし割分?なわちよく法}の共flj台分裂 と認めた。

u主のT:Jí究は l'れれらの J男、止と~Ij肢のノ~t}霊 f 悶するものであり、「汁岡本!の

ものではといラしたがコ1、J:(1i:]民法の立法、者l土家宗と渋圧の同係を y

cつように与えたかが不明である子、台i8 0) 京主主嗣 t~t(土 rp ヨーのそれとあま

り異ならないごとに鉱みると、よ3そらく民間t(法のり法者ば家imの近代
法化Jついても同じ見解在採用したのではないかと推i;!uさ hるりこの前

提に立ったよで、さらに上述の研究をf主主してみよう〉既に述べた通し

かつて父の平1::(.土JfJ段の;1、千台ポ11'ではなく、 n.Iらの[11]什の市突を支える
こともなかった P 営化をもたり寸のは家茸七、析さある日そのとめ、

分析と近代司ーロッ，可決の村;絞とが共に問一監帰属の変更奇もよらすれね

であるから、家産分析を+"殺:鋭ょ七寸るこ(_~ (;L2n解てきる ν 家産);'、析に

おける話了半等の原則もまと、相続分の均等カ原則と慨することができ

る。紗J， h-c、ーで ~i.}J甲じたが、家il;=分析の別に家庁の法的件質台前月jす

る際仁、学誌は近代ヨーロゾパ訟の台右と与えることが多~/' "しかしな

カら、近代民法では合有はもとも:~ (よ被相続人の尚独所有の財産が共同

相続される際の法的;:-j，-，~きであ打、戸い抑えれば、甘目絞術立td長、

日ITの問主主の法的状態l であふ主主主分析ョu;、おけ之、家産の法的性交を、十日

i正問 f~úf主の fT 有と ~'é'j るのはやや f主和感つまある。すなわち、|汁布渋のブ

Uセスでは 1--;司法丸貯の家奇から家夜分析 であるが、学説がそれを71I

.f-t ~]、ロ F パ法の祈念で鮮明~-tれlII 合内から柁ik悶拾いう橋文， c" 

なる こhl立近代ヨー下?ゾノ汗主の伺?，，){n7' rIセス :"~..Uするのである J ま

l土、 l刑制 I)~: 乍 1 1，'吋Jノ\く)号干 j 閃をぜ!:-tJしたυ

1~!)L ー ~.Û、 7:6.38r; )'!92~



台湾法での桐統の過程における遣自分減殺請求。〉機能(3:

た、近代ヨーロッパ法では相続開始段、財産は共有ないし合有の状態を

経て、最終的には遺産分割手続で個々の帰属が僻定宇るが、このような

過程は巾国の凶有法にはない}上J&の研究は '1，細分」を遺産分割の方法

と解したが、「圏分」は既述したように米産分析のtIJ称ないしhi去の名

称であり、家産分析と分離した概念ではない。したがって、近代ヨーロッ

パ法の「相続開始から遺産分割の開始」という一連の過梓は、中1'，1の同

有訟のものに類比していえば、家産分析の つの概念に集約されるので

あろう。近代ヨ一口 yパ法学のJ41惟をeIJt是とすれば、それは苦しい頒比・

解釈であるが、やむをえないことである υ

(3) 遺産分割に関する条文の沿革

③ 大l青民律草案

大清1:(律草案は寸Ei草分割のことを「遺草分析」と呼んでいる。それは

かつての家並分析の青葉に白米するものであろう U よ見干干の民法と比較す

れば、その特徴は以上の二点にまとめることができる c 第一に、〕宣言に

よる遺崖分有1)の禁Iトは、 1L年間を担えてはならない(第 四八 条第-

J!!I。現行民法は 0年間と定めている。大t青民律伊奈はむしろ日本民

法に類似しているコ第一に、遺並分割の禁止は、遺百によって行うほか

に、母が生存している場合には、その同志がない限り、遺産を分割Jj-，一る

ことができない(第 四六二条んこの制限は現行民法にないものであり、

かつての家賠分析のルールから来たものである。

(島氏|主l民11'草案

「逃走分析」の名称は維持されているコ民国民f車中奈の特徴は、分析

ノら法について非常に許制11な規どが川意されていることである。 例えば、

第 八 条が遺産分前前にまず債務を返済すべきであると定め、第

二八凶条が分割できないもの及ひ'l~~何分割を定め、第一二八仁条が農地

の価格詳細方法を定めている}なお、分叩禁11の期間は、五年からーの

年へと延長された(第一二七八条第一項)。

ヨ〉 法制局相続法草案

このときから「遺産分割」と呼ばれるようになった。分割禁止につい

ては何ら定めがない、他方で、 :J)と③に有在しなかった遺産分割の遡及

効に関する胤定が小l加された(第六一条)。さらに、この胤定は現行民

法に引き継がれたが、 九八五年に削除された(8を参照)。

北法57(6-38;))2923 [102] 
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以上の治草から、立法苫が遺産分割に関する条文;を制定した際に、伝

統のぷ産分析を念頭に置いたことは明らかである。

2.合有の遺産を共有に変更することは分割か

413昭ノで土地法第 四条の 第頃、すなわち、不動産の処力、など

が共|口l所右者の多数決で決められるという胤定を検討したo 1口l条第五項

は第 項を台有に準用しているし但し、最高法院七四年台上字第一五六

号判例により、共有財庄の「分割行為」は同条の「処分」に該当せず、

多数決でf丁えないことにも既に青及したυ 問題は、台有状態の不肋腔の

笠記を共布に変更すること(合右闘係の終 fに等しいこと)が「分割行

為」に該、11するかであるυ つまり、「台有から共有への変更」が分刑行

為に該当するなら、 ト述の最両法院七 1

'

同年flj例に従えば、それは土地法

第 四条の の適用がなく、多数決で行うことができないυ 逆に、「合

有から共布への変更」が分割行為に該当しないなら、それは土地法第三

四条の 第項の「処分」に該、円し、多数決でj丁いうるυ これについて

実務の議論は錯綜している η

(1) 多数決肯定説

この況は、合有状態を共有に変更することは「分割ではなし勺と主張

している c

司法l淀(七九)秘台庁 H 字第O 六八(コ号雨(行政解釈)は、「合

有の法的状態を共有に変更することは、台有の法律関係をirJ滅させるこ

とではあるものの、共有物の分割ではなく、分割以外の処分行為に属す

る。 不動産が既に台有の相続ぞfj己を経た場合に、 1地法第二四条の

第五項による第 尽の準用で、 部の相続人が共有の相続登記を申訂す

ることが法に認められないとはいえなしりと述べてpる。この解釈は、

まずは合有関係の消滅が分f，'Uではなく、土地法第一四条のー第一点の「処

分」に該当するとしたトで、手ヤイ1のj量産について多数決で共布のな記に

生更できると肯定した。

また、内政部(八一)介内地第八一七一七00号幽は、 卜述。〕百j法院

解釈と同じ見解をfよっている}すなわち「司法院(七九)秘台庁(ー)

T'第0一六八0号幽は、 r合平jの法的状態を共布に変更することは、台

有の法律関係、を消滅させることであるものの、共有物の分別ではなく、

[H氾] 北法:17¥6・:;84)2922 
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分前以外の処分行為に属する。これは民法第七五九条により登記を経ず

に行うことができなしV と述べている。法務部(仁九)参一二五一一号

阿も同じ意見を示した上で、土地登記規則を改正 tる際にこれを考[害す

るという提案を内政部に提附した。相続人の財産 hの権利投ぴ卜記司法

院と法務部解釈の組旨に照らし、すべての土地の権利が合有の相続登記

を経た絞、一部の相続人は、土地法第二凶条のー第五項による第一項の

準用に従い、すべての相続人の相続分に1，6じて共有へ登記変更を申前し

うる c これらの 部の相続人もまた、合有の相続笠記と併せて共布への

登記変更を申請しうるυ 登記所は登記完了後、その結果を他の相続人に

通知1-，ることを要守る」と述べた。

以ょの解釈に従えば、本米台有状態にある不肋廷は、キ11続人の多数決

により、法定相続分に相当する共有へと変史することができる。共有の

下で相続人は自分の持分を自由に処分できることとなるυ 換言すれば、

遺]主に )I~~する小動産の流通性は高くなる n また、第三川|条のー第11:J4 に

よる第 項の準用で相続人が相続不助虚を多数決で売却できることには

川市市がないの売買がごきるなら、合有を共有に変更することも前きれる

のであろう。最後に、干判定すべきことは、この説は相続不動並について

だけ言及している点である η ィ、動摩以外の相続財産、 i列えば債権、動産

などの合有状態は、 |地法1，')条の(類推)旭川があるか、つまり多数決

で共有状態に変更できるかは不明であるつ

(2) 否定説

上述した解釈の小当さに気付いたのか、最高法院八二年台上字第七川

八号判決の席、苦は合有の遺崖について次のように判決した。「遺産共有

の悶係を終了させるためにはうよ別手続を要する c 遺産の合有状態を終了

させ、共イ1の状態に変更することは、性質ト、遺産分割のん法の一つで

あるc共有物の分前には土地法第一四条のー第一頃は適用できない(最

l司法院七凶年h上d了'第一五六一号'1'1)例を参照)。したがって、遺産の台

有関係を共有関係に変更(すなわち分割)するためには、民法第八 八

条第 項により共有者全体の|百i意を得なければならない(土地な記規則

第一ーの条もまた、相続人が遺産である土地について合有の登記を行う

ことができ、相続人全体の|口l意があれば共右のな記を行うことができる

と定めているんさらに、 遺産分割では法定相続分により分割するわけ

北法S7(f).:.m:;) 2921 [104] 
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ではなく、民法務 七条、第 七-条、杓の持ぬをも しな t;~l

ばならない。仮に 誌の柁続人の請求によ打、 i抱法第一則条のふ告書

去、第五尽にしたがっ亡が続分手兵体的な1S'分lニ語検すること合認めた

と L ょう:~~~a主社人1:'lh述した控除の色があるなら、 壬の呉{王立

1充分:1iJ、 E村if先うf上り少なくなるはヲである} それにもかかわらヲ、 iL
72花統合、lこ担当する共{幻勺なJ手分合凶めると、 1¥，法における造訂うす百ijO

;1主主仁関する規定の魅円!'J止すゐ たがって、台有の l宣 J~d ーは↑地灯、

第:=:I! L[条のー第一Jμを活用寸る余Y~がない と明確に合有のi1~~ の土

地;1、21一四条の 第:if[ζ~1LJl3グ〉川市を!?で Lた J 栄荷i'1、|完も!午、持に

主、，京判決l土、侶続人が相阪における合イJの関係を終(t:~せ、共イベ

の関係 lご変主する fすなわ士，ノ「平のおι成の J ため仁 J立、判[~三人全体

のrr]]:w:を要し、二地法、第:=:I!q条のーをi直fr;寸る白が与:い〆述べたn こ

れは口、の逃l日に誤 i-"j7]>:ない c 上梓へ:士、 :f~審が内1支部(八 1台内地第

八 七 七CJCJ守函の凡悼をJ*ノ弔しごいないことか国山として原判決の
妓業を求めたが、そ;ft(:~_t土理由がととし 'J と述べて、"l i(':::挙げたh-.J{主解釈

にfιtすし 亡しる一

包 L、木立1)決の射f~ につ ν、ては!となる吟味が之、-Rであ之 ι た1'/'0')1' 円

l之、 ム itkとはなく、 LJtT，の収用;こ」る補償金であるつ被相続人はその/1

liiJiこrTJr0する I;也か政府には!iJされ、何I償金奇得たか、被告(被相続人

のすの一人)がその止法を J主(t取 )f:.. 被杓続人は被古に対して、本来、

不ithtJによる損 A去賠償請求権または不叶利得返Jえ請求権を行使しえと

はFであるが、行使していない陪ド化亡じ七 J 原じら、 び訴々 トA

r~ ，この権利をj-f、 1 ，，) ~判 l続した ;示日;C~ はま と訴外1¥t:>対して、内

存祉I!IJ郵i史でむ有現保 る jといっ窓口、言提出を〕にじ原台らは、

これにより当該持示lが共ポ]へこ変わり、したがって民法第八一 条刊によ

り、長{(川、対しご補償令~~:相絞人令体に返還す之、ごとを求めたρ なお、

-~で放訴した{五、涼告ら f土控訴し、 若手で議求を「被告が)久住 lにつ

~<;，第一一己一史;よれ夜、抱一 じ三長は特別受採りすムrcciに閃する長λーであ
る 討しくはE主的(i~C'述べる

¥1， RiJ、第八二 条(土、「持共有者!之、信 者に対し亡すで右拘の全部;.:~:) いて

所有権に長っく諸求をする)とができゐ 五1~~共有 1毎日 i亙円活求は、共有益全

体の判長に長ついてのみれうことができる J と定め~いるい

ー ~.Û、 7:6-382)2920
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。プ己、 j阜苛2に00冗ー」と生更した。事案に照らして具体的にみると、
本山決は、補償金に対する不法行為による掛害賠償請求権または不均利

何返還前求権、すなわち相続(合有)債権について多数決の原則(土地

法第二凶条の )による共布化を台定したものである。では、本判決の

射程は不動産にも及ぶのだろうか。本研究は肯定的に解する。理府はで

).~ある。第一は、原審と長ltJ法院の刊決文百が、「キ日続人が相続におけ

る令有の関係を終了させ、共有の関係に変疋する(よなわち台有関係の

消滅の)ためには、相続人全体の同窓を要L、土地法第三川条の を適

用する余地がなし、」という 般論を述べていることであるじ相続債権に

|浪るという表現は見当たらないc 第二は、最高法院は卜人j政部の行政解釈

を明確にず7定した J 、日主解釈は、既に(1)で検討したが、キ11続|地に関す

るものである。それゆえ、最両法院は本判決を卜す際に、不動産をも志

議していると推測できる。第二は、 J車詳の判決理由にiJ日してみよう心

選定分割の際に、具体的な相続分は民法第一一七二条、第一一七三条に

よって算出され、必ずしも法定相続分に 致するわけではないυ 遺涯分

割の前に、合有の遺産について多数決(土地法第三l川条の )によって

法定相続分通りの共有に変更するのを認めることは、上述した具体的な

相続分の調整のルールの趣旨に反 j一るのこのような事態は、相続小動産

か相続債格かを問わずすべてでI，'Jじであるししたがって、木判決の射程

はすべての桐続財産に及ぶと解すべきであろう。きらに、本節のタイト

ルで提ボした問題に対する最高法院の答えは、「合有の遺監を共有に変

更4一ることは分割jである」ということになろう。

総じていえば、長高法院ノlて年半Ij決は、合有財産を共有財産に変更す

ることについて、土地法第 凶条の 第五項による第反の準用におけ

る多数決を適川しないとれjノJ、した。その背後には遺産分割の対象である

相続財産の一体性を確保しようと fる窓図が従われるじまた、土地登記

規則第一六O条が共布のな記について相続人全体の|吋意を安すると定め

ているため、本判決の見解はこれと整合性があるといえる。他方で、 11¥ 

の多数決白定説の干張にも ~l伺に値する山がある。相続財産の台布状態

は、既に述べた通り、遺産の迅速な処分や活用を妨げ、経i詳の流通を悶

害するのである。仮に多数決で台有の不動産を共布に変吏することを官、

めると、変更伐の状態は日本法の遺産共有に近くなり、法定相続力、に相

北法S7(fi-:-m1) 2919 [106] 
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当する持X;'"&，)処分が'J能シなる。また、 i出産の合有;:f、患を削減し、共有

状態に変更すること以、 Hfかに追i~rO)保存に不利であるが、[釘ちに分配

Gこ等LL、と桁， ，できる bのでもないム司、とはlのすjげは、相続財産グ〉

義的)共布をめぐる台湾1去の揺れと克て以ることも IIJ能である c いすれ

に{J 、最高法院は、やlょっ i'dも産うよlilマ]な売の総合的解決機能を重視する

nl守主である。こω傾向は、ノ、O);I直fyd分自主紋請求に関守る 1決ω分析でさ

らレ町Jiiltn見れることじなる

3.分割の当事者

活ね'I~J的ィ去の遺DZ'共有状態は、選 l苫分割が行われるまでの泡設的なも

のごあり、州統人i止、分有を禁けする特別の:七めがない ~H !')、 L、つでも

ド::11 に決!W 5}吾J を請求 j るこレがいむきる(台{寄のb:';ú、第一一六jJ~条 :ο

台湾にだ L了る連立Ë5パ刊の、ii 事昔。〉範間 l土、'\:， 4， 1均には円本と r-I~lj じであ

る。唯 の伺迭は、 'Iú 児のだkù':!} ごある。胎児は遺 !.Jr:~司、割に参加できるか

t:~_ .rコν、ご、民法113 JJ、条l土「(31 一声)IT古氾が付11売人でおるときは、

その相絞分を保留しなければ、 f止の十i続人l土、 LI:声そを7t剖可るニ Jがで
きないコ (33-771JHI?見;土、遺長分割に闘しては、その[止を以て代理人

と子る;とf見定しごいる。 fなわ円、日4-'とは列なれ、台湾の民法J之、

その白ヰ寺侍たなくても、防法はその代理人に仁って遺佳分割に参加で

きる Y する n しかし、 ;)Ú~.ヒ Y その iリ[よ、共によ:1続人てみる場企;こ、 iリ;，

3古切の刊否 lよ衝突する寸st'l生がある~ fi湾のKiJ、には、 H木氏丘、第ベー
ノJ条の「利益相反行為」 μ相当すや条文;がないため、中「立l止、よ立が右112モ

を代理した渇 f、仁、ぞれが~:t匹3:: J;1民法 .~:j ノコノ¥条の C:ゴ己代理 仁該

当すると併する L九，長l土，f+何気力::らに、よ、位、沖:こ "ζ規定がないが、

凶本氏法の条え;を考考と仁、 Bfi開♂)t手がBfi照合f(砲し、裁判所に対して

遺)~)Y;!;~のための特別代注人のJむI ~~: 3:'1求むきふと王張してν心。その

f也、民法第一一六六条l二bこい、 1合J己的i山!キl山に遺産分割がなされると、

拾LI:がおう長化育 L た場合、または双子以上の拾W~iJ可!i売された場合 Lこ、

遺必分割をやり治さなくてはならないので、非常に不都合である。、-f:~H，

l立、ごれに ~.~jみて、ドイツ民法第 C)~ 条諸 表，(11の託定手主主考とし、

'];'，-宍|ドl沿おじ人〆出'1'方期待中ブルル必犯がじう了フザ fJ(]小禅定サ)レ|出')売ノイ、桔

ー ~.Û、 7'6.38(:)'!9~8



台湾法でのキ引げ〉ュ目立にれ~-j ，{':弘法i白旬、減ヰ口可J、σ〉銭前mI: ，~: 

立法論的iこは、はやり治よlLJが止まれる誌に、イ臼の相続人は「立産分I;Uを請

求できないとしたはろが、 f品目I1であると νやてているωら

4圃遺産分割の財産の縫定と評価

台にの子 1，];1.に!上、どのようなものi){:i量産分7詐〕財産となるかについ

Fノ担したものがないc おそらく、相続開始時に被棺絞人にl叫しでした結

利義務は、 身専属の権禾I~義務「コ見方日財産ぞ徐(.j¥i、すべて遺i主うj"t:jの

対象とミる n また、遺産分、百Jの財産こ遺留分骨定の謀総となる財産J土、

1斗じ範囲であるため、 5~， 1~O)f吋片はそのまま沼町/1)-- 引のみJj裂となる、

??湾;こJ-)ける遺婚の効力iJ:f古住;ドj効力を1J子るにj目ぎないため、 U4:、

と j!i~ なり、特定遺~~の ut七の:場権 J立、fi:，三照的可仁受遺者に移Rせず、

tt~f夕、とし(:îhjをの中:こと Yまる c それゆえ、 j郎官の対象とノi る財産泣υ

それを受日必者に移称する義務I;t.i音段分市Jのけ象こなる。その他、台目ぴ〉

退保共1--3の法前十 i正 I合右」であるので、 "J分債桔または債務も沼;';:;記

入にう7、初仕属 Fることは公く、あくまでも全11続人のn判財仕であり、
しゃ:がコて:IIiI$分割の対象の財産しなる、

(1) 潰窪範閣の確定

将主J口 U，J-jl干の If王及びイ~f，主f!，jCiíーは 42て迭 ~E(:ーの 部に;喝している した

がって、これしつは遺詮分需の対象となるかi.ついて企く議論されていな

いが、当然その1a斉への滞14は肯ft:されスいると考えられる J さらに、

める別性が遣廷に同 jるかtrかという達祐号、古:Jci)-:iii+iI間総lよ、 うさて主iJ.ノう

よえ判所のやザヰJμ!J民宇る J

1:2) 遺産の評価

阪に述べたj岳，'j、台汚のλ手:::R_:ニlよ法廷グノ対象となる財産:こっしぺ

72ノ泊以スル ;t~'まヲ必スコトヲ得ズ y江藤山古 J七j皇民，J、IVJ"，1.桁ん(合
致問、 )L 九年l 頁 J

口止入災:1':11己主烹栓 'i '1長1~:1*_不;法 fヨ賛同主臣、 九八ノ、/r;-"-) -I!JJ九百三隙怯炎

黄;、議・主Y心〈恭Jl著『民ιよ紛ノ平準叩d九 、三民デ;-f~} 

拭炎] 凶日

修正三版、 つ~)干f年隙

うれ呆':Kに問L-C :_i 、|涼棋次回 ~Æ(;-五 iTe 郭振恭宍昔、よ己;)、組i亦耕;臼， ( 氏書こ局、

修tJ---枚、 ::)U1工イ下) [注や:炎]...iL主n 呆突と代償HJ，'c:'万u厄:ニキ;Jては、
試炎jI1:~ .以東北 '1'1'.1布陣不法 (自費問版、 JLノ、ハ年j 二1'L[f!.

二日社57(日 :l7D)2D17 )0只1
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の説11)jがま J どくないため、そのF十イ曲方ρ、i二関しても設所jが欠如してし、

る。 悩んで、 見に以遠十14 うすト升→定 OJ過f与で l 相続開始J~-の JE 窓抗日:1

?を益」債務」なとの111甘街の計iil:i)Ji十ドついての丸司J;うす多ψはイiuするi明
文の法 I~'よほ存ゼニ L ない，法)J1なのな vミ埋日(まメ、明であるが、実はと

りあえずさほど問題は止とない、なぜなら、台汚における法廷分:切の法

と遺作分~定とは iロ!と計持;。主将だからであるコしたがっと、

分存仁おける遣蛍の制裕討11111i土、 l宣留か百l主主のR?の詩的方法と同 L<考

えればよいn ':;J，卜lこ慌しては慨に=只 2で述、亡、おい丈 1

i 分割の禁止

乃の民法第 六:n:条l土、 村li正人はいつでも遺y止のJ};;i;を前求す

ることが?きる仁科 L 、 IJゴ下または契約に別"や以 ~7三がある J}1 合 l はそ

の:;){りではない J と ~IÍi ;j;'( ~、る また、被相続人じっl霊F--;- 第 六i上ノ~i::

第:rrt31:'1) によ"てitl応分説を 定期間祭11二Fることもできるへ

被村!絞人の遺言lよる分割禁11片j同:土、 。年を超えることができ缶

い 1第 六T;粂治~J良 ì 他方、 人のぞ4約にこる止期間

について、 t込山には I~j 文のが， í，~ がないョ;却材?:編にお1. 'ては、 J前百(/)共右

1丸!~こ悶ずる分京染 lUtg習は子千午を現段と寸る〔第八一 条第二反) 7，戸、

このt~jじ(j: 1-;、右J iニ認するものであり、「合右ーに閑 jるものではな

しかり、合有財産てあるなfi斉にはJA[J:J:Jできなしと考えられる .R;誌の「九

伝共有の斗よ泊勤主力少な¥， I合「有 j であり、日本の l共有;と異な

るため、士、吉1)柴:1期慌の長手企おl現せずに (j{l 状態が結くと、 if~i斉の流

通をiiliむ1:3それがある たがって、民izrlz明文がないが、学説lz、

州統人の締結した分対土、 I史ねの釘閣についてーりつを浪i支〉し、ぞれ

州民u、tE ，、 TI寄¥i;:P 頃)紋司J治人の立三におし.，-(J立産分まのノうU、

を定め、)くは他人:ニ長託 J てノにわりにためだレきは、その詰めるとニろにfitろ{

(司、 一切喧で)~rrめか引をγ じたときは、その公lt-.o)効力は ひ"+をぷ芝
と 1__? 
4 ノ';)(.J

引で 九八11fi改正前のIn;tu， 。イjヂ超えることができなぜと と定めて
い庁、 そ札はノ;-:IのL学什会の需要に合わ「、 jラミーぎL時し 1があるトゲ〉、 Lζ: 

イ午「什i山叫と短続された一 |い」本氏i法主j九しCノ八マl、条、 車斡ヒ回只{法主 、υJ 条が支芸s考 ζ して挙L行? 
レらJオしナ ο 

f-!沿J ー ~.Û、 7'6.378)29 行



台湾法でのキ引げ〉ュ目立にれ~-j ，{':弘法i白旬、減ヰ口可J、σ〉銭前mI: ，~: 

を越えるものがーく〉主持 さhふとWiLてし、る :r!，;

ふ遺産分割の方法ないし手続

と子:説によれば、 fyì寄仁おける具体的な遺産分害:;)h~ない L 子j7721-JZ 、

￡:コー (/)t自 :~-t によるうよ司、 I:F，判分対のでつの方法があるじ以下
は ~E々の分百I]hi士につ L 、て説日f]ーすゐ。

(1) 被棺続人の遺言ーによる分割方法の指定

分割方;)、の指定子、 jE3による討区処分として認められるこL(，つい

ては四で述べたにさんに、台湾のι下説:土、弐法第 λk.'}の被相続人

による l分割l方法の指定 j を協議台、割ー裁判旬、訓と，ill:んで、 l遺，Iir分害マ

の)ht~ と f" 置つけている :n しがしながら、凹3にぶいて既に述べた

i国lj、:jt!.京分割方以、の指定土、は丈 J ご協議分自一・裁判分自j〆;r_;]列

のもう つの江主投4:ドサ)JU、 lこ属するかが非市に~[わしいものである υ

日本の議論を参照すれば、(ム統的な考え方としては、遣保旬、吉引は、第

次的lほ被，]:;定人の 1萱~で指定された刀法に Lたがってれわす7 ゐ M こ

般的に己われてし、るつ分割方ν、の指定It、;'1;市民Jに仁士、 -JL奇に持lする
対援を相続人にどのように配分、す乙か、すなわち現物分割か換価分割か、

あるいは代償分割かを桁示 fる、とキ志床寸る。とだ、現 J五にi止、例え

':';:'、家屋と農地;土支完が、その他行財主庄は他じ J干:~~百人が l'等仁分げよ、

といった j;'"剖σγ人1'JのJ首ヌトーをも含んでいることが多い( したがっと、

却の肘説を i0'íj~の守口減人に~î:[;I~ させようという指ιも可能であると与え

られる ~I')':J ごれ J 反対する明 iiLは、民法の規定 μおいて、 :zi庁うす者1] 主 1士

ri I協議分割」と「裁判分割」の 極誌のみであリ、 ~}?;:'ι分割」と}通

う第ーの方法lよ存在 Lないu その川山:上、円本民法第九つじ失策一引に

'，i ~ ，蚊炎I軍決 ~'(Ltt: 'I[I~継泳法 !cdjキ II;I ，S~ ， fLA六戸l 州 lυ頁阪Ir，炎

=:宗楽‘郭tK恭)1、苫『民法;i::]i，とえ新論」 ( j尺宍局、{客員ヲ 説、一(:-/.J+:平，陳

洪炎l 三六百ご
\!:尚寛「桝 '(';1、百'i.~ (ーノし六六主 .C) 只υ 手~;)~経・政点堆宮中間続ノ手、?l、』

t白雲以l限、一九八J〆1'-)-;!..S六只。 μ十町炎・』;小児・ ip慌のた共者戸j勺法制r.承
材i合~ !I己王争旬、怜訂 版、二(コワ hff) [陳w炎j 八頁

1四市本各宗男 T:I述相続法成よ三、 九八八午 ---:iiU;.王

制コじ)1:善太郎親族・相続:，}，;法講主号、!ふ斐問、 九九リ:.;/~-) jL A.tt c 

北詰57(日:l71)2D1S ~lwl 
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よれば、引えにtl民不1吋者 A(..こよるうよだの :t~J-t~があるシしても、共トi者 1 メ主人(;J::、

~;~rp士でも、その1嘉戸義で、 1立た~))分訟をすること治すできる j からである c

fなわち、宣言ドより被梢絞人が指乏した「んはJ (例えは 近物分司、

抑制分割、代償分割など i土、協議分主計jとも我山l分害!とも祐介IIJ能であ

るけ二本町究はこの凡併を支持し、台;ちにおけるうよ対方iJ;(!)，コ定がH11~:íi 

こ政亨11ずるものと考去ないc 湾出:立~1:二三日 3 で門H;..した

ため、ここで省財仕すゐu

(2) 協議分割

伊よれば、台1ヰグ〉民法相続i;-(~ ~こおい1 は、 t雪片jj-}'"ii](i) )Jl'J、(こ刻す

るj見定があるのは、 ."己の 旬、割方法の指定Jについてだけである{第

!、ム条第 項L その他の)}~詰 JJ 法 J 関 L ごは、物権編のj七千?に悶

jるJJU主を年m寸る必要がある( 1:(l"jミ第八三:J条第二1立は「公|可ノ!、有物
5子;i-;:; の fJU、は、口、1t: 二万lJJ止めどめがある場台を[!，f;'~'、て、宍有効分対lに関

するJJi定!こよらなけオt:よならなし勺と嵐定[てしミるへ遺jT{も公同共千j物
l属するため、遺栓分主11の)u工ほ、この条主l基ついて 般的公共有物

力、訟の規定が主用されるーすなわち、 J:(iJ、治八-，粂治-Jj:!における 共

有物の分刻は、共有者グ〉江ZK義的ノう;1、によ Jて1Tう j とu うどめは、選最

分吉uにも適用がある円協議であるから、 をjしはイヨ尚人-:4ヰ干の同，告を要「

人が協議カらう土γトさ ;(Lたf品lへは協:JEはj叫必Jとなるつまた、

空ty\:;f-， 為ごはなく、千ヰI~t(よ必要ごはな v、 ;羽小または黙小の

伝丹、が市川まと!よポ弓dこ長小されれば~\

行為(~!唱しているため、 によ:)、相絞人は:古九にf'!J"定の法，:1の河川i

1在を弓(得するのではなく (f-i吟の物権変動は弓~記まれは引液を安するか

ら〉、協議の履行の訂ぷ惟をi幻うするに寸きないv 部の Hl続人がす'~t;談

沌，)に片足 fr しない土~jf~干に、 jUIの相続人[式分割契約にキミワいて、給f、!の訴

えを提起する τとができる〉この契約しワ履行j17求権は、共有物分割前求

権 i22i土形成権ノと異なり、消滅日おり( 五年)に肝るものでめる 17「

l'n民法第 五三子乙

11 伊捺昌司 'HI洗ιJ、有斐潟、二こ)()二年二 1-:h.頁

'31土台i主I¥j-会第 立条(三、「請求権:土、 l 午I'Jにh続しな tλ ときは消滅「るつ

但し、法律に別法的争7い期間 í~r~，-~ーめられた場介;立子れに存う と定めているつ

J
 
1
 
1
 

ー ~.Û、 7:6.37r; )'!9~~
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判例ン"によれば、公;刊の潟誌l玉、共有在の却に効力を有するのみなら

仁共右者からの譲受人にも拘点}Jがある c その組、追lE分説について

の協訟が'7':行ち才した徒、十コJ売人半民 lニ a って再分討脅 ~Ei-<fること手除

JT[工、 11;分割u0) _-t_~::ミは認めりれない -;1 九 J

(3) 裁判分割

裁判分割l之、臼4、こfi湾の司令;11'1;:]1比一lこおける最大の相j距点である。

11 ~、の遺産分存宗{二十は家出圭裁判所の f降i判手続仁川するの仁志j して、

の遺産分割事fl-.;土普地裁判所での訴訟~-Jー絞に上る し丈がって、日木に

お(，-;-るぺ川主!tとその前十2事項の梓特の分離という雫態:立、台itiで

l主主印 l__ないハ

j--i ;;にと W. な ~'l 、合;/j (、 l土来);i圭書記+UIjiがノ 止す、家事事件(不妊[問

jる事1'1) ごあ-，ごも全1が地方裁判所で収:'J批われと しミるr 家事事i'!

はそのjiCiiえの子技により、兵付、n~ には つのつ-，ァコリ にうf類されてい

る。請 は、民事訴訟法にJJtiさのある人事訴訟手伝:をj室用するものであ

る、 19j';;í"，-、婚相・~下向{名・禁?fì庄・ 9七 ~_~'I'雫件~i こ Yl:，ご-'~/，たる

第一;土、非百7:事1':;)、を透明するものであるn 第三;土、通常的民事訴詰':T

読で抜われ三下rtである υ ごは、遺長分割す1ftL.t上;九りいずれのカテゴ

つ にf再守るのがつまず人事部訟子手んに川、亡は、 を日、[ユ恨むこ事11に

o規'lLがない大i，Jト521j!?牛渋に関しては、 I"J次第 1:/、条から係へ
ひ粂まてには l相絞事刊 lに闘する対定がみるが、それは限定手¥:1立・十E

於棄 i量産管理人の混rr:-j室汗執行者の選-[1に関係ずるものであり、
mJ.?I分割はそのプに含まれどいなt'"〆たがって、法 ~"': (土、人半

訴訟手主主でもゴト~~:子続でもなく、世歪のR')'訴訟子が;也川され、 jT 害

物jj、11J子続!:，f!)-o)T続が行われるこ〉となる:-;1:

'11ワぷ而"'、|完利八年台!字情 ()ハ715判針。

11:，最高;士主チî_[:~ Ë 白~字第一六六四号斗例 「民法第 六四条のうま割l士、

共同桔軒U，.i')'j)品目玉 lこよりなしうるものであるこ仮に共同市治T人i土防ぷにみ:ぃ庁

内l 合 f った校、三三同首、-fí~'. 分脊リメト l司玄する地片や|添い仁、干}:}分害Ij ，}) ìj.t<~ょ認めふ

れない。」

うH 宍合物分割Ojitが、訴訟炉jロ訟のい「れの子仇C1Tつべきかルい-)1町JE(
間 Jて、台:立ク)只事J~訟法fづ|究省 l土、その々、賃上の司訟げを誌、めd コつも、 J~ß7:

fJdで込桜子ベミであるとギ股寸るのが多数である_l;;'ji訴gj法制冗会;忠一二

二日社57(日 :l7:J) 2Dl:l 2
 
i
 
I
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どに、家宇辛料処理対法によると、地方必、判所におし Aて家事壬7J~'Bよ

けられて ;31)、指紋または追門により liじと[(事事件はこの符給範i刊に

同すゐことに切玄しなければならないペすなわち、奇宇事件l!9f[~持法

第九条は I}~-( Jf.当件の裁川仁おいては、裁 1'1;iYT (.立、~iJJ告が提門していな

しゐ宇:えを1去により間的L、かつ職権によって証拠を調査する c j且し法判

の日'1に、当事者，'-意貝隙}与の機会を与えるべ主♂ある JとIi!定じている 0

~t じといえば、法/主j;"jíiIJ 1手1':'の処注l土、基i'''::'I~t:-~土ベコは :1 幼うj"t:j手

続ic1司校であるものの、唯一宍なる山 f上、遺産分割裁判においと裁叶j所

のY:t権問存がIj-:jされることである}

分割 tx~IJの十

fc 同相続人は鴻議!よ~')子町jjJ 法存定めることがでさなし』とき仁 Jまと

め1、裁tlj;q!:'にけ喜11(i)裁判を提起 jるこレがマきる(えが第八二:;L条第

-~::n u r--IEb~主により公1ヮ IJ }jiJ、を p主治ることができない とは、協議不必

仔、または協議ノトIje(例えば、共同キ目針への'1'に行方不明者がいる場台)

ということである J

法声c/r}'2U(j)払えは、 3fi苦労;';~清水権、すなわち形成推に誌づく形成司、

訟であるしよ室長分前lま遣反全体をjt象として1Tうものであり、遺蛇グ:_;-1

にある似々の別斥争対象と fるものさはないっそのため、淡河分割も原

引としとは遺屋全体そ対象とすべきであり、 日1;')1'"有l のプ仁~.E;土認めレつれ

ないーこのJW_(よLばしば判例M によ JてtE補されているぺ司?討、び)=l= 1~況が

川におけ之郎幹禁救訟の報告、 R-tf ;;Jt:;;，;-~法問究会づ民ずれ~;;;::;;~;'*之研"寸(ー υ(民

事訴訟法p;ト窄恭合公、 九人つイ)日一七、五口七円;民事訴訟法tl;ト究公約

町|司 1:二おける張特牛教J乏・結ノメ家教~.~:・Ií-j;作恭教技グ) -!t~ 百、 i斗古 71三冗、瓦三

九一iL~C 、 jj._1J...ー-~:tJゎ -_R(

'11:. 家'jJ'jJ仕処 ;:~)!Jf-~J 第二朱 「本卦2f:1J(7)家三j宇件は次のものであ之 氏

ヲI'，'f;訟法第九稲!肝去の人手訴訟で{inー 非 ~j-~:'f:刊誌:第一日第一、台、プ、]}IYi­

t:;のお圧管畑、段誇ぷよぴ ~'9~'):~~宇fj' ，o こ その白焼却司、剖i夜間係、柏市'fi又は遺

汗によっ L牛じる民事ナド件J，鈎三ダミ '--j{iJ.ni1、出に玄字μ、れをおけて、苛条

所この事件を処理γる その事ft数の均較的?なLりま，1"石お v ごlよ、判事法廷
の#門日を指定~，-c来務させるー
'l1G是正当法7九八 千仁台上't第一hヱエ 号、/¥.[:;;1;:台上't第 [1~: --_.()号、;¥"L..l;:

hl子約 八号、ノ!、ハ}ヘ子山 ;刈二J¥号、八八年!:_>I 干:/~ 八二七号子:it.:

ー ~.Û、 7'6.374)'!9~2
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確定する前に(土、法廷はま されていないの-c.¥ァ'， 1り杓主克人はi肖ち

に恥定0)追Hーの給付を請求ずることがご主ない31戸 C

遺産分可訴訟の宮中2は、相絞雨対-if守(j)被相続人のHiffdIl!における裁判

可('-~，g;する裁判;ずれ干よるう子訟の)J法l士、何事右の申ずに拘反されなし

また、この訴訟は凶有の必要的共同訴訟であるから、 t~{干ヰ lょうよ討に i可至

する共同相続人とあり、分割に反対Tる伐の共同甘目絞人ノlぺlを被告に宇
べきごあゐ'1I!) fh(，-' -1:GのfH，主人が分担(必井J'なし=もののJL同で起訴
しない士ら、はやりこれらのね続人をも被Eとすべきである川

分前の包三味

!(法治八 川条l土、 f第 JfO尖イ11却のうワ、制Jま、共千7者の協議によ v、

て千Jう (;1...: Jft:)う子制的ノlJ法が協議によ円てik定ごきなし ιとき l土、法

託l土、 Jt右青の請求:こ主主ついご、次の方u、によるうf況を命ずることがす
きる Jm告を各共有者に分担する v ー 宍有物を売却し、ナム í~，_~~を

芥::i+1.{l寺に七、記する¥第二瓦!)現物で分自己 tる」品合に、共1eずの，+1に

その持j}-~、んら、じた分司寺 りれととL止さがしヨるときは、 を JJ って十~J>j

るよ hがごきる r.規定Lている すなわち、域紛5j'Blーはもちろ

んできるが、現物でうナ告りする場台に、共存者の中にそのf十分に止、じたも

のを受けられな ν、宇がし、ると主は、金銭を持って補償 fることがでさる

i現物分割 +n::i治賠償んさらに、共~却や競完にかけて、この得た代

金を共有高， -分配するこ》もできる{換祉分割)-カし、現物を共有

背(!)円-1(7) 人または数人に分担し、池内共有者にムく号、陀しないで金伎

のみで愉償守る汀法 l 日本の家事存料Ji主日...-~~;)~条の代償分割 ì I正、決

判j分割の土では小r:J'ti主"C'あリ、裁河川(土持川してはならな v、とされて

CJl ~最高法|誌八年台 t."(~存 tL :t:.:l:l号、八年台r.-第八了l人〉J十IJiioとに
す)，'占立高U、活二J[.-fすて!字詰 ?ノL二弓半iJf:刊 「裁判l分訟の馬台l、現物分割か
換泊分割のどちらを禄叶 r.{)かは裁判!りの:'1 :: r;主宰によ。 )1、台予の主張l土裁

判所を;旬以ずるものではなしつこ

11'; 投 i，!Jj i'1~1涼三{;;年千第七三六六 ~j'$I;句 j 取炎輝致点推 IF;:;:: ~'J~ 釈が叫，同

校山1阪、 九人ノ、fij 凶 民 ;~l'1J下主官民法物権論ぃ白 277 山氏、 1L 

h. (::下 一八八頁， I涼院長町買う[~ェ iTe 郭振恭7:昔、 ECJJ、組i示紺ゐ， ( 氏書こ局、

修tJ..-枚、 つつ五fド;' ~~* Ht炎 .....iEi()貝れ
ひ見i内訳|沈二 千戸!子山川九八 J\号、~I;{'fl:，

二日社57(日373) 2Dll 4
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}附，，'じ

"る日， この判例に対1 ふ 1_，，-だ F、見シ〕て、主~判Rの戸市法単一権をよせ)主

にf!t1;1浪L、社会経済にも不利であることがあげら1しているV九さらに、

現物:Jt却の心法こして、 市青半6.rJi斤として与え都青共むのままで践す

こと(一部分配)も認め f:dL主いれ二

iA判所i工、村続人の王張に拘束されず、 11ーのうよ対方法を白i+:iニ挟月J

L、演切な分配合行ろことがで主る、ソ:'8:告が i3兵した分布，行泌が不当

であるj話';:'i(ごも、事丸紅所l土訴えぞ棄却することができない"， 

すJ古i裁寸!の効力

j芦P主分刊の裁判結果は、ミ汗涌の斗rrとであるから、 B:r半Uむを有するのは

当然である u 分布J判決は形成判決であり、判決倦定時にうナ害ョの対IJ7Jを当

ずる 相続人l土不必廷の登記または:I:v!lfの引存待たずに、 R日出千f

怪を収得することレ去るラ什j絞人はずf若手jの fl，決を持っと、l\i5~-("('分割の

登記を行うことができる。

ユピント析は、北海道大学説査官寸法学j 学お丈 .OC)ノに年六月 {コ
FlJ主';-) Iこ干，j;~きしたものであるつ

日ヌ1 忌両?と三記ノ、 ム台子治 E l-.:L号二JfYU・「比iJ、なう八 U長 :現は ~';:;Hお

で号配すζ場合に、 Jt有者の誌にそのみ分(応じて分自己を受けられな v、ずfがvミ
るとe¥:三、広訟を件コて油常するニこかでe¥るリと規定している それは、

共有苫はl誌に校物のサ自己を乏げたが、そのすJ自己結果が持ケCJ"_;~ L')少ない場合争指

す したがって、現物や宍有主の中力 人または数人に)}向 恨の宍有主に

全、分配しないで企銭をのみhii筑ずるノパ1;、共白物う)"&，1のノJtjζではない。」

Rtf ;，，"訟法研究会第 川川におけ'，，'京 {I訓話(校の交ヨ、 R-t:~;l~~í、法研究会

可民事訴訟法之句IlH (一)l l民事訴訟民的究品合余、 jL FU〉イIj五I'L[仁~王

町 j¥民ι 林秀雄 l也!込之裁判分割 台湾斗土以学伴誌ヒtt;J( ひひっ年jー
九九l 民泌物経編修IE1;':索第へ回来:の第班、き記 号た J j 古もr-18土c1-t{t:):
分割を伝21，ている。
3ね畏古;土f走ノ、γL空白L寸t第八 号判例 「/L企物の分割は心有司係，J";消

滅をじ的とするこ当詐-，由。〉奇:~J;"-n-!実用ヨ刊に J>こI て J.r引でき会 1 、 Nぎ~':" (例え

;工、:iI":'R討、または正有汗がその共有ロヨ係者了剤r:J与する立県がある，晶子Tを除いて

裁判所が共千j [-;地のう}<，切ik刊を行う|捺に、 [ !也~-:-:s.共有昌の単独所白に分配 j

べきであ，LJ。

'lZJ最高法院 jしiT台上デ第 七九号判叫に
口見i内訳It:i;l;q九千戸Y-i_1'-"!:'吋J 五，';.-''-.，号判例。
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